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l土

じ

め

明
清
時
代
は
宗
族
制
度
の
歴
史
か
ら
み
る
と
、
宗
族
組
織
が
も
っ
と
も
麓
展
し
た
一
時
期
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

江
南
を
中
心

と
し
た
中
園
の
南
部
地
域
で
は
、
同
族
結
合
を
象
徴
す
る
族
譜
が
多
く
編
纂
さ
れ
た
。
族
譜
に
は
家
法
・
宗
規
な
ど
と
い
わ
れ
る
宗
族
の
規
約

が
収
録
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
う
ち
相
嘗
数
の
家
法
・
宗
規
で
は
、
「
供
賦
役
(
税
)
」
・
「
重
園
課
」
・
「
謹
国
税
」
な
ど
と
い
う
タ
イ

(
1
)
 

ト
ル
で
、
園
課
を
誠
{
貫
に
納
付
す
べ
き
だ
と
規
定
し
て
い
る
。

一
方
、
明
清
時
代
の
重
要
な
賦
役
徴
収
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
里
甲
制
が
あ
り
、
国
家
は
郷
村
祉
舎
に
設
置
し
た
里
甲
組
織
を
通
し
て
財
政
枚

入
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
明
中
期
以
後
、
里
甲
制
に
封
す
る
様
々
な
改
革
が
展
開
し
、
清
代
に
な
る
と
地
丁
銀
制
が
貧
施
さ
れ
、

い
わ
ゆ
る
「
雨
税
法
」
に
基
づ
い
た
賦
役
徴
収
程
制
は
制
度
的
に
解
躍
さ
れ
た
が
、
里
甲
制
は
庚
東
・
一
帽
建
を
始
め
と
し
て
安
徽
の
徽
州
な
ど

(
2
)
 

の
地
域
で
、
な
お
維
持
さ
れ
て
い
た
。

本
稿
は
、
宗
族
組
織
が
家
法
や
宗
規
で
「
園
課
を
誠
賓
に
納
付
す
べ
き
で
あ
る
」
と
強
調
し
た
の
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
、
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と
い
う
基
本
的
な
問
題
意
識
か
ら
始
ま

っ
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
う
い
う
規
定
は
基
本
的
に
嘗
時
、
成
長
し
て
い
る
宗
族
組
織
の
位
相
愛
化
と
園

家
の
徴
税
シ
ス
テ
ム
の
中
で
の
宗
族
組
織
の
役
割
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
国
家
が
郷
村
民
に
賦
課
し
た
様
々

な
徳
役
を
め
ぐ
り
、
徽
州
府
の
祁
門
燃
の
一
宗
族
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
公
議
に
着
目
す
る
。
こ
の
具
躍
的
事
例
を
究
明
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

里
甲
制
下
で
宗
族
組
織
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
里
甲
制
と
宗
族
と
の
閥
連
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
庚
東
と
一
渦
建
に
集
中
し
て
い
た
。
片
山
剛
は
清
末
贋
東
の
珠
江
デ
ル
タ
の

里
甲
制
を
園
甲
制
と
名
附
け
て
、
制
度
の
全
貌
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
が
ら
、
宗
族
組
織
と
園
甲
制
と
の
結
合
を
確
認
し
た
。
劉
志
偉
も
片
山
剛

と
同
じ
く
珠
江
デ
ル
タ
の
戸
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
雨
者
の
重
要
な
見
解
の
差
は
、
片
山
剛
の
場
合
、
税
糧
が
子
戸
↓
繰
戸
↓
甲
↓
園
↓
宮
の

ル
l
ト
で
徴
収

・
納
入
さ
れ
て
い
る
が
、
劉
志
偉
の
場
合
、
自
封
投
植
が
賓
施
さ
れ
、
包
捜
と
か
宗
族
が
一
括
し
て
納
入
す
る
方
法
こ
そ
自
封



投
植
の
基
盤
の
下
で
出
現
で
き
る
こ
と
だ
と
主
張
し
た
。
一
踊
建
に
聞
し
て
陳
支
卒
は
一
渦
建
の
家
族
・
郷
族
組
織
は
族
人
・
郷
人
の
徳
役
と
賦
税

の
負
捨
を
保
護
す
る
作
用
を
果
た
し
、
郷
族
内
部
の
関
係
の
平
衡
を
維
持
す
る
た
め
に
園
家
か
ら
賦
課
さ
れ
た
賦
役
に
封
し
て
内
部
で
再
分
配

を
賓
施
し
た
こ
と
を
言
及
し
た
。
鄭
振
満
は
一
隅
建
の
場
合
、
少
な
く
て
も
明
中
期
以
後
、
家
族
制
度
が
里
甲
制
度
と
結
合
し
、
基
層
政
権
組
織

へ
と
嬰
化
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
以
上
の
研
究
は
賦
役
税
牧
と
宗
族
組
織
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
が
、
国
家
か
ら
賦
課
さ
れ
た
賦
役
が

宗
族
内
部
で
ど
の
よ
う
な
方
式
で
庭
理
さ
れ
た
か
、
そ
れ
が
賦
役
徴
収
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
に
関
し
て
は
、

い
ま
だ
具
龍
的
な
研
究
が
現
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
近
年
、
い
わ
ゆ
る
徽
州
文
書
の
護
見
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
徽
州
地
域
は
、
同

族
結
合
が
強
か
っ
た
所
で
あ
る
が
、
賦
役
徴
収
と
宗
族
と
の
開
係
に
関
し
て
は
ま
だ
贋
東
や
一
噛
建
ほ
ど
に
は
研
究
が
多
く
な
い
。

本
稿
は
里
甲
制
と
宗
族
組
織
と
が
結
合
す
る
傾
向
を
み
せ
る
地
域
と
し
て
さ
ら
に
徽
州
に
着
目
し
、
こ
の
よ
う
な
地
域
で
皇
甲
制
が
維
持
な

い
し
存
績
で
き
た
背
景
の
一
つ
と
し
て
宗
族
を
理
解
す
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
を
通
し
て
、
宗
族
と
園
家
と
の
関
係
に
つ

- 3一

い
て
も
史
料
で
確
認
で
き
る
限
り
で
議
論
を
展
開
し
た
い
。

第
一
章

関
連
文
書
の
紹
介

本
稿
で
使
用
し
て
い
る
史
料
は
、
明
末
清
初
、
徽
州
府
の
祁
門
際
、
五
都
、
棒
壁
村
に
居
住
し
て
い
た
桃
源
洪
氏
一
族
の
合
同
文
書
群
で
あ

る
。
桃
源
洪
氏
一
族
に
つ
い
て
は
、
劉
和
恵
に
よ
っ
て
安
徽
省
博
物
館
所
戴
の
洪
氏
血
管
契
簿
を
も
と
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、

『中
園
歴
代
契
約
曾
編
考
稗
(
下
)
』
(
張
傍
襲
主
編
、
北
京
大
祭
出
版
紅
、

一
九
九
五
)
に
は
、
北
京
圏
書
館
(
現
、
中
園
圏
家
圃
書
館
)
所
戴
の

「
洪
氏
歴
代
契
約
抄
』
(
一
名
、
『
書
公
紀
業
抄
白
簿
」
、
明
抄
本
)
が
牧
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
『
徽
州
千
年
契
約
文
書
』
(
花
山
文
套
出
版
枇
、

一
九
九
こ
に
も
桃
源
洪
氏
一
族
の
文
書
が
か
な
り
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
書
の
ほ
と
ん
ど
は
貰
買
・
典
嘗
・
佃
租
な
ど
の
土
地
開

587 

係
文
書
で
あ
り
、
ま
た
佃
僕
麿
役
文
書
も
多
い
。
そ
の
ほ
か
、
贈
迭
批
輿
文
書
や
族
産
管
理
の
文
書
も
含
ま
れ
お
り
、
こ
の
よ
う
な
散
件
文
書

は
、
族
譜
の
み
で
は
分
か
り
に
く
い
宗
族
の
琵
展
過
程
に
つ
い
て
具
程
的
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
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し
か
し
本
稿
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
南
京
大
撃
歴
史
系
資
料
室
所
戴
の
「
糧
長
・
都
長
・
丈
糧
公
正
・
里
役
排
年
の
承
嘗
に
関
す
る
合
同
文

革
一
に
含
ま
れ
る
六
黙
の
桃
源
洪
氏
一
族
の
文
書
を
活
用
し
た
い
。
絞
遮
の
便
宜
上
、
ま
ず
そ
の
全
文
を
列
奉
唱
す
る
。

(
A
)
蔦
歴
三
十
四
ご
六
O
六
)
年

洪
徳
本
戸
立
余
嘗
根
長
合
同

(
0
0
0
0
五
六
)

伍
都
三
甲
洪
徳
本
戸
、
戸
丁
洪
世
義
・
洪
成
徳
・
洪
天
輿
・
洪
貞
文
等
、
今
蒙
李
爺
余
貼
洪
徳
本
戸
東
匝
糧
長
、
本
戸
原
米
共
伍
拾
武

石
楽
斗
、
除
優
克
武
拾
玖
石
外
、
の
賓
在
米
試
拾
参
石
川楽
斗
余
役
。
今
国
本
戸
各
人
分
下
、
糧
数
多
寡
不
問
、
以
致
人
心
不
て
今
衆
曾

議
、
毎
石
米
貼
銀
参
雨
文
整
、
奥
口
(
承
)
役
之
人
、
前
去
経
牧
糧
編
、
管
解
南
・
北
二
京
併
安
慶
・
本
府
、
水
豊
倉
、
一
懸
銭
糧
虹
解
等

項
費
用
、
其
銀
照
糧
逐
一
徴
出
貯
臣
、
願
時
支
承
役
之
人
感
用
、
不
致
有
懐
。
各
項
銭
糧
起
解
・
錆
徽
・
批
廻
及
錆
〔
注
〕
勘
合
口
口
等

項
、
霊
是
承
役
人
之
宮
、
不
致
累
及
有
糧
不
承
役
之
人
。
今
恐
人
心
不
斉
、
立
此
文
約
、
照
糧
徴
収
議
貼
銀
爾
貯
臣
、
不
得
執
拘
推
挨
、

致
有
快
闇
事
。
如
達
、
賛
文
告
理
、
照
口
(
糧
)
照
議
、
追
付
充
役
之
人
。
今
恐
無
想
、
立
此
合
同
文
約
矯
照
。

合
阿
武
紙
各
牧
矯
照
(
中
工
子
)

高
暦
三
十
四
年
正
月
初
九
日
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立
文
約
人

洪
世
儀
(
押
)

洪
成
徳

洪
天
輿
(
押
)

洪
貞
文
(
押
)

洪
貞
吉
(
押
)

洪
貞

園

洪
天
資

洪
貞
瑞
(
押
)

洪
泰
階

洪
嘉
永

洪
士
玉

洪
天
群

洪
明
生
(
押
)

洪
支
周

洪
夢
口
(
押
)

洪
貞
白

洪
有
功
(
押
)

洪
天
開
(
押
)

洪
懸
孫

洪
産

洪
士
椎
(
押
)

洪
佑
生
(
押
)

洪
大
行
(
押
)

洪
大

(
押
)

洪
謄
棋

洪
思
訓
(
押
)

洪
大
志
(
押
)
洪
鳴
孫

洪

麿

秋

(

押

)

洪

貞

数

洪

磨

恩

(

押

)

洪

天

南

(

押

)

洪

各

芳

(

押

)

洪

旺

口

再
批
一
衆
議
、
毎
糧
試
拾
参
石
、
毎
石
議
貼
、
各
項
罪
膿
・
飯
食
・
支
費
等
項
、
毎
石
貼
銀
陸
銭
正
。

洪
天
寵

洪
好
徳
(
押
)

洪
貞
民
(
押
)

洪
大
変
国

洪
口
孫

洪
杢
徳

洪
成
元
(
押
)

洪
藤
元
(
押
)

洪 順
士
英

押

洪
三
孫
(
押
)

洪
義
富
(
押
)

洪
嬢
科

洪
天
詰

洪
倫
塘

洪
士
膜

洪
懸
曾

(
押
)

洪
懸
桂

洪
文
徳

洪
貞
健



五
都
三
甲
の
洪
徳
本
戸
は
知
燃
の
李
希
泌
の
指
名
を
受
け
て
、
蔦
暦
三
十
四
二
六
O
六
)
年
の
東
匿
の
糧
長
に
嘗
っ
た
。
本
戸
の
税
糧
は

線
五
十
二
石
七
斗
で
あ
り
、
そ
の
中
で
優
克
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
二
十
九
石
を
除
い
た
二
十
三
石
七
斗
の
み
に
封
し
て
揺
役
を
負
槍
す
る
が
、

本
戸
に
属
し
て
い
る
各
戸
丁
の
税
糧
額
が
二
疋
で
は
な
い
の
で
、
議
論
し
て
(
税
糧
額
を
基
準
と
し
て
)
毎
石
嘗
り
津
貼
銀
三
雨
ず
つ
を
醸
出

し
て
承
役
人
に
奥
え
、
糧
長
の
役
を
運
行
す
る
こ
と
に
必
要
な
一
切
の
費
用
を
こ
の
津
貼
銀
か
ら
充
嘗
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
他
、
鈴
徽

・

批
廻
お
よ
び
鈴
〔
注
〕
勘
合
な
ど
の
項
目
に
必
要
な
費
用
は
承
役
人
本
人
が
責
め
を
負
う
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
追
加
事
項
と
し
て
、
罪
照

・

飯
食

・
支
費
な
ど
の
名
目
で
税
糧
二
十
三
石
に
釣
し
て
毎
石
嘗
り
津
貼
銀
六
銭
ず
つ
を
加
え
て
醸
出
す
る
こ
と
に
し
て
、
文
書
の
最
後
に
附
記

し
た
。

(
B
)
康
照
二
(
一
六
六
三
)
年

書
公
六
大
房
洪
貞
兆
等
立
津
貼
里
長
合
同

(
0
0
0
0
五
七
)
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立
合
同
書
公
六
大
房
貞
兆
・
大
有
・
貞
斉
・
貞
論

・
感
基
・
懸
廷
等
、
原
承
租
五
都
三
甲
里
長
、
今
子
康
照
三
年
輪
該
充
役
、
血
(
相
公

均
嘗
。
所
有
里
役
在
官
費
用
、
悉
照
衆
洞
文
書
照
糧
均
出
、
の
有
九
年
排
年
、
悉
照
奮
例
、
書
公
匝
毎
年
貼
銀
辱
雨
捌
銭
、
以
矯
排
年
出

身
辛
力
、
其
銀
逐
年
排
年
照
糧
徴
枚
。
有
糧
之
家
、
務
要
照
比
麿
期
党
銀
付
排
年
上
官
、
不
得
侍
頑
執
効
。
如
有
惇
頑
不
免
者
、
聴
排
役

出
身
之
人
、
賛
文
理
論
。
出
身
之
人
、
亦
不
得
生
端
外
取
。
其
排
役
照
前
例
、
六
大
房
枯
闘
輪
嘗
、
爾
房
充
嘗
一
年
。
所
有
口
植
・
補

徴

・
加
波
、
の
係
某
年
経
手
排
年
、
町
徴
某
年
分
加
振
完
納
、
不
得
推
辞
下
手
之
人
。
今
恐
無
意
、
立
此
合
同
震
照
。

合
同
白
紙
口
口
口
口
(
牟
字
)

出
身
嘗
役
人
名

長
房

桃山仁

値
四
伍
陸
月

試
房

府
出
廷

値
正
武
参
月

参
房

貞
j命

値
辱
伍
陸
月

四
房

感
枯

値
正
武
参
月

五
房

態
基

値
陸
楽
捌
月

六
房

貞
斉

値
陸
柴
捌
月
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康
照
二
年
十
一
月
二
十
日

立
合
同

洪
貞
兆
(
押
)

洪
大
有
(
押
)

洪
貞
斉
(
押
)

洪
貞
檎
(
押
)

洪
懸
基
(
押
)

j共
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時
服
椋

洪
鳳
池

洪
貞
昨

(押
)

洪
貞
顕
(
押
)

洪
懸
啓

洪
感
幅

洪
麿
頑

洪
摩
覗

洪
磨
廷

洪
錫
極

洪
穂
(
押
)

洪

務
(
押
)

洪
聖
庚

洪
鮮
庚

洪
E容

洪
五

洪
如
栢
(
押
)

洪
王章

洪
廷
元

洪
懲
相

洪
悲
仁

洪
八
毛

洪
九
毛

洪
約
中

洪
啓
中

再
批
一
〔
康
照
〕

三
年
分
銭
糧
、
六
房
出
身
人
役
、
眼
同
徴
牧
上
納
、
母
許
私
徴
。
偶
有
故
意
侍
頑
、
不
照
比
党
銀
、
許
排
役
之
人

役
・
六
房
公
衆
、
一
斉
理
論
。

(
日
)

書
公
六
大
房
は
五
都
三
甲
の
里
長
戸
と
し
て
、
康
照
三
(
一
六
六
四
)
年
分
の
現
年
里
長
の
役
を
相
公
房
と
均
分
に
負
捨
す
る
こ
と
に
し
た
。

里
役
を
遅
行
す
る
た
め
に
必
要
な
諸
般
費
用
は
、
す
べ
て
衆
嗣
で
作
っ
た
文
書
に
依
嫁
し
て
、
税
糧
額
の
(
多
寡
)
に
よ
っ
て
公
平
に
醸
出
し
、

絵
り
の
九
名
分
の
排
年
里
長
の
役
に
封
し
て
は
奮
例
に
従
い
、
毎
年
寄
公
匝
に
津
貼
銀
四
雨
八
銭
を
醸
出
し
、
排
年
里
長
の
辛
力
銀
と
し
て
負

捲
す
る
こ
と
に
し
た
。
津
貼
銀
は
毎
年
排
年
里
長
が
徴
牧
す
る
こ
と
と
す
る
。
具
韓
的
な
里
役
分
捲
の
方
法
に
関
し
て
は
、
六
大
房
が
抽
畿
し

て
(
承
役
人
を
選
ん
で
)
順
番
に
里
役
を
指
嘗
し
、
雨
房

(毒
公
房
・
相
公
房
)
が
一
年
の
役
に
釘
し
て
責
め
を
負
う
こ
と
に
し
た
。
ま
た
す
べ

て
の
口
植
・
補
徴
・
加
汲
は
該
年
度
を
矯
嘗
す
る
排
年
里
長
が
責
任
を
持
っ
て
完
納
す
る
と
規
定
し
た
。
文
書
の
最
後
に
は
書
公
六
大
房
か
ら

承
役
人
と
し
て
選
ば
れ
た
人
々
の
名
前
と
承
役
時
期
を
明
記
し
た
。
追
加
事
項
と
し
て
康
照
三
年
分
の
銭
糧
を
六
房
の
承
役
人
が
共
に
徴
収
し

6 

て
納
入
し
、
私
徴
を
禁
じ
、
こ
れ
に
違
反
し
た
時
の
慮
罰
方
法
を
附
記
し
て
い
る
。

(
C
)
康
照
二
(
一
六
六
三
)
年

立
合
文
族
衆
洪
日
振
・
鳳
池
等
、
今
奉
豚
主
余
仁
蓋
、
奉
旨
、
併
奉
部
院
行
文
、
覆
行
清
丈
。
今
本
都
照
糧
、
因
該
本
甲
洪
元
慶
充
首

公
正
、
照
奮
光
嘩
充
嘗
公
副
、
所
有
弓
算
書
書
一
、
具
係
奮
名
。
今
十
排
年
己
立
合
文
、
分
保
分
丈
。
又
奉
明
示
在
外
、
今
吾
族
雨
大
房
、

感
該
朋
充
公
正
之
役
、
今
奉
練
事
老
成
陸
人
、
充
首
公
正
、
首
宮
値
月
比
較
丈
量
回
畝
・
造
所
及
経
理
銭
糧
事
務
等
項
。
偶
有
事
龍
、
各

族
衆
洪
日
振
等
立
津
貼
公
正
等
合
同

(
0
0
0
0五
六
)



宜
小
心
謹
慎
、
{
寸
法
奉
公
、
依
期
管
理
、
母
致
差
錯
遠
慎
公
事
。
其
本
甲
ア
調
堂
銭
糧
・
雨
房
銭
糧
及
各
房
花
戸
外
甲
首
銭
糧
、
照
糧
均

出
、
津
貼
出
身
人
役
、
以
便
不
時
費
用
。
其
局
内
之
人
、
不
得
花
費
濫
用
等
情
。
有
糧
之
家
、
亦
不
得
横
生
異
議
、
憧
喜
執
揃
、
以
快
衆

事
。
其
公
正
人
等
、
自
嘗
役
之
日
矯
始
、
毎
年
共
給
工
食
銀
武
拾
摩
雨
、
以
酬
傍
苦
之
資
。
所
有
優
克
、
照
通
牒
大
例
。
備
丈
完
後
、
解

珊
・
駁
品
川
・
覆
丈
・
公
錯
公
費
、
倶
係
照
糧
均
出
。
其
弓
則
造
所
蹄
戸
差
靴
、
蓋
是
承
役
人
承
嘗
、
不
得
累
及
衆
人
。
其
照
糧
均
擬
公
費

銀
、
毎
石
目
下
暫
徴
伍
銭
、
付
磨
役
人
費
用
。
其
順
治
四
年
経
手
公
正
造
所
等
項
、
或
有
差
靴
、
倶
係
嘗
役
承
富
、
不
得
累
及
新
役
之
人
。

今
恐
無
想
、
立
此
合
文
一
様
参
張
、
貯
匝
一
張
、
各
房
枚
一
張
存
照
。

公
正
陸
人

洪
油
開
禎
(
押
)

洪
孔
政
(
押
)

立
合
文
族
衆

洪
遁
生
(
押
)

洪
書
基
(
押
)

洪
哲
先
(
押
)

洪
愈
相
(
押
)

康
照
二
年
十
一
月
念
三
日

洪
日
振
(
押
)

洪
鳳
池
(
押
)

光
大
(
押
)

貞
兆
(
押
)

大
有
(
押
)

貞
斉

(
押
)

貞
論
(
押
)

宗
孔
(
押
)

貞
一
昨
(
押
)

貞
顕
(
押
)

長
書

鷹
啓
(
押
)

時
高
(
押
)

良
丞
(
押
)

懸
望

願
(
押
)

光

一 7一

復
(
押
)

鳳
舞
(
押
)

醸
基
(
押
)

之
筆
(
押
)

龍
捧
(
押
)

鷹
市長

光
東
(
押
)

廊
崎
瑞
(
押
)

感
頑

(
押
)

感
鮮

態
一
噛
(
押
)

態
廷
(
押
)

態
宣
(
押
)

鐙

E弟

環

五

想
(
押
)

燐
(
押
)

聖
庚
(
押
)

(
押
)

溶
(
押
)

発
先

起
先
(
押
)

哲
先
(
押
)

孔
政
(
押
)

如
栢
(
押
)

錯
機

邦
珍
(
押
)

廷
元
(
押
)

鮮
邦庚

続
(
押
)

長
(
押
)

害

時

(

押

)

市高

錫
駿

容易
齢

錫
勇

最
先
(
押
)

丹
鳳

邦
E進

約
中
(
押
)

足ユ
ア才て

中

美
中
(
押
)

態
相
(
押
)

錫
圭
(
押
)

族
衆
で
あ
る
洪
日
振
・
洪
鳳
池
な
ど
は
清
丈
を
賓
施
せ
よ
と
い
う
朝
廷
・
巡
撫
・
知
豚
な
ど
の
命
を
受
け
て
、
税
糧
額
を
基
準
と
し
て
本
甲

の
洪
元
慶
を
公
正
に
、
光
障
を
公
副
に
充
嘗
し
、
外
の
弓
手
・
算
手
・
書
手
・
董
手
は
前
の
通
り
に
定
め
た
。
そ
し
て
十
名
の
排
年
里
長
ら
が
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合
文
を
作
っ
て
分
保
分
丈
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
自
ら
の
宗
族
(
桃
源
洪
氏
)
の
雨
大
房
(
相
公
房
・
毒
公
房
)
に
公
正
の
役
を
朋
充
せ
よ
と

い
う
指
示
を
受
け
、
練
事
老
成
な
六
名
を
推
薦
し
て
公
正
に
充
嘗
し
、
田
畝
の
丈
量
・
造
所
・
経
理
銭
糧
な
ど
の
業
務
を
任
せ
る
こ
と
に
し
た
。
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津
貼
銀
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
本
甲
に
属
す
る
桐
堂
と
雨
房
(
相
公
房
・
書
公
房
)
の
銭
糧
お
よ
び
各
房
花
戸
の
銭
糧
の
外
、
甲
首
の
銭
糧
も

(
津
貼
銀
徴
牧
の
)
封
象
に
し
て
、
税
糧
額
に
よ
っ
て
公
平
に
醸
出
し
て
出
身
人
役
に
支
給
し
て
不
時
の
費
用
に
使
う
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て

公
正
人
な
ど
に
は
径
役
を
遂
行
す
る
日
か
ら
始
め
て
毎
年
工
食
銀
二
十
四
雨
を
支
給
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
優
克
に
つ
い
て
は
通
牒
の
大
例

に
従
う
。
丈
量
の
完
了
の
後
、
(
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
過
程
で
必
要
な
)
解
柵
・
駁
冊
・
覆
丈
・
公
錯
公
費
な
ど
は
税
糧
額
に
よ
っ
て
醸
出

す
る
が
、
造
冊
目
町
戸
に
お
け
る
錯
誤
は
承
役
人
が
責
任
を
取
る
こ
と
に
し
た
。
公
費
銀
は
暫
定
的
に
(
税
糧
額
を
基
準
に
)
毎
石
嘗
り
五
銭
を

醜
出
し
て
摩
役
人
に
支
給
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
順
治
四

(
一
六
四
七
)
年
に
賓
施
さ
れ
た
丈
量
で
間
違
い
が
あ
れ
ば
、
そ
の
時
の
該
公

正
が
責
任
を
負
う
こ
と
と
し
、
こ
の
た
び
新
た
に
公
正
の
役
に
嘗
っ
た
人
に
は
責
任
を
追
及
し
な
い
。
最
後
に
公
正
の
役
に
充
嘗
さ
れ
た
六
名

(
M
)
 

の
名
前
を
羅
列
し
て
お
い
た
。

(D)
康
照
二
ご
六
六
三
)
年

- 8 ー

六
大
房
洪
貞
兆
等
立
津
貼
公
正
等
合
同

(
0
0
0
0
五
六
)

立
文
約
六
大
房
洪
貞
兆
・
大
有

・
鳳
池
・
貞
斉
・
貞
治
・
謄
廷
等
、
今
奉
豚
主
余
仁
蓋
、

奉
旨
、
併
奉
部
院
行
文
、
覆
行
清
丈
。
今
本

都
照
糧
、
因
該
本
甲
洪
元
慶
充
首
公
正
、
照
奮
光
瞳
充
嘗
公
副
、
所
有
弓
算
書
書
一
、
具
係
奮
名
。
今
十
排
年
巳
立
合
同
、
分
保
分
丈
。
又

泰
明
一
不
在
外
、
①
今
六
大
房
磨
該
朋
充
公
正
一
卒
、
今
奉
練
事
老
成
充
嘗
公
正
、
嘗
官
値
月
比
較
丈
量
田
畝

・
造
冊
及
経
理
銭
糧
事
務
等

項
。
倫
有
事
盟
、
各
宜
小
心
謹
慢
、
{
寸
法
奉
公
、
依
期
管
理
、
母
致
差
錯
達
快
公
事
。
其
本
甲
下
桐
堂
銭
糧
及
爾
房
銭
糧
及
各
花
戸
外
甲

首
銭
糧
、
照
糧
均
出
、
津
貼
出
身
人
役
、
以
使
不
時
費
用
。
其
局
内
之
人
、
不
得
花
費
濫
用
等
情
。
有
糧
之
家
、
亦
不
得
横
生
異
議
、
憧

苔
執
効
、
以
快
公
事
。
其
公
正
人
等
、
自
嘗
役
之
日
矯
始
、
毎
年
共
給
工
食
銀
二
拾
四
雨
、
以
酬
傍
苦
之
資
。
⑤
今
六
大
房
該
嘗
公
正
一

半
、
寄
公
分
下
公
奉
人
、
除
衆
議
嗣
堂
貼
肱
銀
拾
武
爾
外
、
の
恐
人
工
食
不
敷
、
衆
議
六
房
把
匝
併
秩
下
各
花
戸
・
紳
曾
、

一
切
照
糧
津

貼
銀
六
雨
、
以
補
出
身
努
苦
之
資
、
不
得
横
生
異
議
、
樫
菩
執
効
、
以
懐
公
事
。
其
書
公
分
下
公
正
人
、
自
嘗
役
之
始
、
毎
年
共
給
工
食

銀
拾
捌
雨
、
以
酬
勢
人
之
資
。
所
有
優
克
、
照
通
牒
大
例
。
倫
丈
完
後
、
解
冊
・
駁
冊
・
覆
丈
・
公
錯
公
費
、
倶
係
照
糧
均
出
。
其
弓
則



造
脱
出
錦
戸
差
靴
、
蓋
是
充
役
人
承
首
、
不
得
累
及
衆
人
。
其
照
糧
均
機
公
費
銀
、
毎
石
目
下
暫
徴
伍
銭
、
付
謄
役
人
費
用
。
其
順
治
四
年
、

経
手
公
正
造
加
等
項
、
或
有
差
靴
、
倶
係
奮
役
人
承
首
、
不
得
累
及
新
役
之
人
。
今
恐
無
想
、
立
此
合
文
一
様
四
張
、
貯
匝
一
張
、
出
身

人
各
守
一
張
存
照
。

①
書
公
分
下
公
正
一
宇
、
公
奉
三
人
。
洪
子
鮮

康
照
二
年
拾
一
月
二
十
六
日

洪
次
恭

洪
公
展

立
文
約
六
大
房

洪
貞
兆

洪
大
有
(
押
)

洪
貞
繍
(
押
)

洪
謄
基

(押
)

洪
態
廷
(
押
)

洪
貞
斉

(押
)

洪
鳳
池

洪
貞
昨
(
押
)

洪
貞
顕
(
押
)

洪
光
一
昨

洪
麿
望

洪
謄
啓

洪
感
椋

洪
態
群

洪
懸
槙

(押
)

洪
雁
口

洪
径

洪
懸
一
帽

洪
磨
成

洪
磨
祐

洪
錫
理

洪
錫
極

洪
錫
仕

洪
聖
庚

洪
鮮
庚
(
押
)

洪
璃
(
押
)

洪
燐

(
押
)

洪
錫
機
洪
如
相

@
再
批
一
毒
公
租
匝
外
、
加
津
貼
文
銀
試
爾
整
、
不
在
照
糧
之
内
。
照
。

@
本
年
十
二
月
十
六
、
付
過
辛
力
銀
捌
爾
正
。
其
寓
所
雑
務
、
照
相
公
房
例
。

- 9ー

洪
溶

洪
廷
元

洪
錫
駿

洪
錫
齢

洪
錫
彦

洪
錫
勇

洪
約
中

洪
啓
中

洪
崇
中

洪
樫
相

(D
)
の
合
同
は

(C
)
の
合
同
に
伯
尚
あ
③
①
部
分
だ
け
が
追
加
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
部
分
の
み
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

④
(
雨
大
房
が
公
正
の
役
を
朋
充
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
)
六
大
房
が
そ
の
字
分
を
携
嘗
す
る
。
⑥
六
大
房
が
槍
富
す
る
中
十
分
の
公
正
の
役

の
た
め
に
、
事
詩
公
房
か
ら
承
役
人
を
選
出
し
、
桐
堂
か
ら
支
給
さ
れ
る
貼
妓
銀
十
二
爾

(二
十
四
雨
の
字
分
)
の
外
、
工
食
銀
の
不
足
の
恐
れ
が

あ
る
の
で
、
六
房
の
杷
匝
と
六
房
秩
下
の
各
花
戸
・
紳
舎
か
ら
税
糧
額
に
よ

っ
て
津
貼
銀
六
雨
を
醸
出
し
て
加
え
て
承
役
人
に
支
給
す
る
こ
と

に
し
た
。
そ
し
て
書
公
房
の
公
正
人
に
は
徳
役
を
櫓
嘗
す
る
日
か
ら
始
め
て
、
毎
年
工
食
銀
で
線
十
八
爾
(
十
二
爾
+
六
爾
)
を
支
給
す
る
と

(
日
)

規
定
し
た
。
①
書
公
房
で
公
正
の
役
を
捨
嘗
す
る
三
名
の
名
前
を
記
録
し
、
追
加
事
項
と
し
て
③
書
公
房
の
杷
匝
か
ら
支
給
す
る
外
、
文
銀
二

爾
を
加
え
て
津
貼
銀
で
支
給
す
る
が
、
こ
れ
は
税
糧
額
に
よ
っ
て
醸
出
し
て
支
給
す
る
十
八
雨
と
は
別
に
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
と
明
記
し
、

@
十
二
月
十
六
日
に
辛
力
銀
で
八
爾
を
す
で
に
支
給
し
、
寓
加
雑
務
な
ど
は
相
公
房
の
例
に
従
っ
て
行
な
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
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(E)
康
照
十
二
(
一
六
七
三
)
年
洪
氏
族
衆
郷
約
大
有
等
立
津
貼
都
長
合
同

(
0
0
0
0
五
六
)

立
合
文
洪
氏
族
衆
郷
約
大
有

・
時
高
等
、
今
奉
際
主
何
老
爺
鈎
票
、
遵
奉
憲
徴
議
、
同
各
都
里
長
奉
報
都
長

一
名
。
今
嘗
年
二
甲
里
長
、

不
便
檀
報
。
子
本
年
七
月
初
七
日
、
合
同
通
都
四
約
曾
議
、
先
立
合
文
四
紙
議
定
。
凡
有
公
務
公
費
、
四
約
均
採
均
出
。
其
都
長
出
身
之

人
、
四
約
同
在
紳
前
拍
閥
、
樺
聖
約
拍
得
都
長
。
今
本
族
斉
集
曾
議
公
奉
二
人
、
一
長
一
副
、
遮
年
議
貼
都
長
辛
力
条
雨
、
議
貼
都
副
薄

商
、
其
銀
在
本
族
照
糧
均
汲
、
係
相
・
蕎
二
公
頭
首
同
徴
、
遁
年
夏
冬
二
季
付
足
、
不
致
短
少
。
其
公
費
三
匝
均
出
、
有
糧
之
家
、
不
得

侍
頑
執
効
。
知
博
頑
不
出
者
、
聴
出
身
人
賛
文
鳴
官
理
論
。
出
身
者
務
要
謹
慎
、
不
得
妄
生
事
端
。
如
有
生
事
等
情
、
霊
是
出
身
人
承
嘗
、

不
得
累
及
族
衆
。
立
此
合
文
四
紙
、
相
・
書
公
二
房
各
執
一
紙
、
出
身
人
各
執
一
紙
存
照
。

族
衆
公
拳
都
長

E
リ

品
官
吉
田

洪
孔
政
(
押
)

洪
知
栢
(
押
)
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書
公
匝
牧
(
宇
字
)

康
配
…
拾
試
年
七
月
初
九
日

貞
願
(
押
)

貞
一
昨
(
押
)

貞
任
(
押
)
大
欽
(
押
)

立
合
文

洪
大
有
(
押
)

貞
斉
(
押
)

貞
漁
(
押
)

願
(
押
)

感
基
(
押
)

之
騨
(
押
)

貞
瀬
(
押
)

感
啓
(
押
)

時
俊
(
押
)

良
丞
(
押
)

時
高
(
押
)

龍
樽
(
押
)

懸
鮮
(
押
)

感
廷
(
押
)

感
祐

謄
一
帽
(
押
)

光
東
(
押
)

感
時
(
押
)

麿
頑
(
押
)

感
儀
(
押
)

(
押
)

錫
套
(
押
)

邦
建

五
(
押
)

想
(
押
)

感
誠
(
押
)

懸
租
(
押
)

府
間
嵩
(
押
)

環
(
押
)

感
祝
(
押
)

(
押
)

敏
先
(
押
)

邦
珍
(
押
)

聖
庚
(
押
)

哲
先
(
押
)

春
(
押
)

味

噌

(

押

)

畳
先
(
押
)

起
先
(
押
)

務

廷
元
(
押
)

邦
培
(
押
)

邦
儀
(
押
)

干し
牧

邦
琉
(
押
)

夢
際
(
押
)

長
基
(
押
)

錫
勇
(
押
)

最
先
(
押
)

(
押
)

美
中
(
押
)

約
中

体
出
口
U

口

姻
べ
，
玄
4

・

崇
中

(押
)

丹
鳳
(
押
)

豊
(
押
)

邦
瑳
(
押
)

感
肇
(
押
)

徳
新
(
押
)

(
押
)

宣
内
名
目
、
衆
議
一
洪
仁
友
再
四
約
公
費
、
本
約
郷
約
同
徴
。
倫
有
都
内
不
測
之
事
、
費
用
族
衆
管
理
、
不
得
累
及
出
身
之
人
。
照
。



加
熱
分
長
・
副
武
人
、
朋
充
辛
力
外
、
加
銀
萱
雨
、
共
拾
武
雨
、
各
陸
爾
。
照
。
其
銀
合
足
捌
伍
色
。
(
強
調
は
筆
者
)

(日
)

洪
氏
族
衆
で
あ
る
郷
約
の
洪
大
有
・
洪
時
高
等
は
、
各
都
の
里
長
た
ち
に
都
長
一
名
を
推
薦
報
告
せ
よ
と
い
う
知
牒
の
何
緒
な
ど
の
指
示
を

受
け
た
。
し
か
し
現
年
里
長
で
あ
る
こ
甲
の
里
長
が
勝
手
に
報
告
で
き
る
事
案
で
は
な
い
の
で
、
本
年
(
康
照
十
二
年
)
七
月
七
日
に
通
都
の

四
約
が
議
論
し
て
合
文
を
作
り
、
す
べ
て
の
公
務
と
公
費
を
四
約
が
公
平
に
負
婚
す
る
こ
と
に
し
た
。
都
長
の
役
に
充
嘗
す
る
人
員
は
抽
畿
で

決
定
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
(
抽
畿
の
結
果
)
樗
壁
約
か
ら
都
長
を
選
出
す
る
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
本
族
が
集
ま
っ
て
議
論
し
て
都
長
・
都

副
各
一
人
を
選
出
し
、
辛
力
銀
で
都
長
に
は
七
爾
を
、
都
副
に
は
四
爾
を
各
々
支
給
す
る
こ
と
に
し
た
。
辛
力
銀
は
本
族
で
税
糧
額
に
よ
っ
て

(
げ
)

徴
牧
す
る
が
、
相
・
害
時
二
公
房
の
頭
首
が
共
に
徴
牧
し
、
毎
年
の
夏
と
冬
、
二
回
に
分
け
て
支
給
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
公
費
は
三
匝
か

ら
公
平
に
醸
出
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
追
加
事
項
と
し
て
は
四
約
の
公
費
を
(
相
・
喜
二
公
房
の
頭
首
の
外
に
も
)
本
約
の
郷
約
が
共
に
徴
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収
す
る
こ
と
、
も
し
都
内
に
意
外
の
事
が
起
こ
っ
た
ら
、
費
用
は
族
衆
が
管
理
す
る
こ
と
に
し
、
(
都
長
・
都
副
に
支
給
す
る
こ
と
に
し
た
十

一
雨
)
に
一
一
周
を
加
え
て
都
長
・
都
副
の
直
分
な
く
、
六
爾
ず
つ
を
支
給
す
る
こ
と
と
修
訂
し
た
事
項
が
あ
る
。

(F
)
康
照
十
四
(
一
六
七
五
)
年

立
合
文
族
衆
洪
大
有
・
洪
良
丞
等
、
遵
奉
憲
徴
、
併
奉
豚
主
明
示
、
園
練
以
同
地
方
各
都
所
報
、
線
・
副
倶
要
紳
衿
。
本
都
四
約
公
議
、

郷
綿
錦
漠
約
仰
鳳
、
練
副
珠
淫
約
謝
瑚
、
本
約
接
合
練
副
壷
名
。
今
集
衆
公
議
、
暴
報
的
名
武
庫
洪
春
、
在
官
任
事
。
衆
議
遁
年
本
族
津

貼
辛
力
紋
銀
萱
拾
試
雨
整
、
其
津
貼
銀
在
本
族
、
併
各
甲
寄
戸
、
及
資
本
作
糧
均
振
、
遮
年
作
四
季
交
付
。
所
有
銭
糧
、
倶
係
紳
衿
段
差

(
賓
)
徴
牧
出
支
、
不
得
累
及
在
官
出
身
之
人
。
所
有
口
(
各
)
公
費
、
不
在
本
族
拾
武
爾
之
内
。
其
出
身
人
、
自
任
事
以
後
、
務
要
謹

慎
、
趨
事
赴
公
、
不
得
好
事
生
端
。
如
借
端
生
事
等
情
、
蓋
係
出
身
人
承
嘗
、
不
得
累
及
族
衆
。
凡
有
糧
之
家
、
悉
照
合
文
、
如
期
付
出
、

以
腰
辛
力
併
公
費
、
不
得
執
効
。
如
有
達
文
不
透
拘
束
者
、
合
衆
鳴
官
理
論
。
今
恐
無
意
、
立
此
合
文
三
紙
、
二
大
房
各
牧
一
紙
、
出
身

族
衆
洪
大
有
等
立
津
貼
園
練
合
同

(
0
0
0
0
五
六
)
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人
枚
一
一
紙
鴛
照
。
其
辛
力
、
自
任
事
之
日
起
。

公
奉
練
副
洪
春
(
押
)

合
同
一
様
参
紙
各
収
一
紙
。
照
。
(
中
十
字
)

康
照
十
四
年
十
一
月
日
立
合
文

て
徴
収
銭
糧
紳
衿
一
一
朗
(
押
)

洪
大
有
(
押
)

貞
瀬
(
押
)

大
欽

感
儀
(
押
)

感
一
輔
(
押
)

感
詳
(
押
)

理
(
押
)

業

懸
嵩
(
押
)

理
(
押
)

日要
警

溶
(
押
)

(
押
)一、

同
徴
一
撃

(押
)

敏
先
(
押
)

起
先
(
押
)

光
東
(
押
)

鷹
市
職
(
押
)

(
押
)

夢
駿
(
押
)

t皇

丹
鳳
(
押
)

有
標
(
押
)

錫
勇
(
押
)

孔
牧
(
押
)

態
昂
(
押
)

開
先

蘭
生

(押
)
壁
(
押
)

一
、
除
田
畝
外
、
以
本
作
糧
。

撃
/ 

査
石
武
斗

邦
任

萱
石

干し
致

共
四
石

業
¥

論
先

斗

美
中
叔
佳

貞
斉
(
押
)

貞
論
(
押
)

貞
酢
(
押
)

貞
任
(
押
)

良
丞
(
押
)

時
間
基
(
押
)

之
騨
(
押
)

龍
持

(押
)
磨
禎
(
押
)

感
祝
(
押
)

態
廷
(
押
)

謄
祐
(
押
)

感
租
(
押
)

感
誠
(
押
)

五
(
押
)

錫
圭
(
押
)

邦
章
(
押
)

聖
庚
(
押
)

邦
演
(
押
)

覚
先

錫
縛
(
押
)

邦
珍
(
押
)
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邦
琉
(
押
)

廷
元
(
押
)

長

如
栢

邦
任
(
押
)

天
孫
(
押
)

哲
先
(
押
)

最
先
(
押
)

邦
措

徳
新

約
中
(
押
)

立
中
(
押
)

捻
キ目

孔
政
(
押
)

美
中
(
押
)

崇
中世

進

昌

基

斗

五
斗

斗

(
強
調
は
筆
者
)

族
衆
で
あ
る
洪
大
有

・
洪
良
丞
等
は
、
各
都
で
園
練
を
組
織
し
、
紳
衿
の
中
か
ら
郷
線
と
練
副
を
選
出
報
告
せ
よ
と
い
う
知
懸
の
指
示
を
受

け
た
。
本
都
の
四
約
の
公
議
に
従
っ
て
、
郷
線
に
は
錦
渓
約
の
仰
鳳
を
、
練
副
に
は
珠
渓
約
の
謝
瑚
を
充
嘗
し
、
本
約
(
樗
壁
約
)
か
ら
も
一



人
を
練
副
に
充
嘗
す
る
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
族
衆
を
集
め
て
議
論
し
た
結
果
、
武
庫
(
武
生
員
)
の
洪
春
を
練
副
に
充
賞
す
る
こ
と
に
し
た
。

(

時

)

(

悶

)

洪
春
に
は
津
貼
辛
力
銀
十
二
雨
を
支
給
し
、
本
族
と
各
甲
の
寄
戸
お
よ
び
資
本
を
糧
で
換
算
し
て
税
糧
額
に
よ
っ
て
公
平
に
醸
出
し
、
毎
季
一

回
支
給
す
る
こ
と
に
し
た
。
す
べ
て
の
銭
糧
は
段
賓
な
紳
衿
が
徴
収
し
て
支
出
し
、
練
副
に
充
嘗
さ
れ
る
人
員
に
困
難
を
奥
え
て
は
い
け
な
い

と
し
た
。
ま
た
す
べ
て
の
公
費
は
津
貼
銀
十
二
雨
と
は
別
に
支
給
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
そ
し
て
練
副
に
充
賞
さ
れ
た
洪
春
と
、
銭
糧
を
徴

牧
す
る
紳
衿
の
名
皐
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章

桃
源
洪
氏
の
宗
族
組
織
と
線
戸

第

節

宗
族
組
織

明
清
時
代
、
祁
門
豚
の
五
都
は
豚
衝
の
東
北
方
の
祁
山
の
ふ
も
と
に
位
置
し
、

(

初

)

(

幻
)

村
・
子
村
の
四
つ
の
自
然
村
落
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
な
か
で
、
樗
壁
村
は
洪
氏
の
宗
族
の
者
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
同
族
村
落
で
あ
っ

一
つ
の
園
(
里
)
だ
け
が
設
置
さ
れ
、
居
円
嶺
・
樗
壁
・
仰
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た。

(n) 

桃
源
洪
氏
と
呼
ば
れ
る
宗
族
が
樗
壁
村
に
最
初
に
移
住
し
た
の
は
、
元
末
明
初
の
時
、
洪
均
鮮
と
い
う
人
物
に
始
ま
る
。
『
桃
源
洪
氏
宗
譜
」

巻
三
、
「
祁
門
桃
源
世
系
圃
」
の
洪
均
鮮
に
闘
す
る
記
述
を
み
る
と
、
「
奮
居
の
洪
家
椴
が
戦
乱
で
壊
滅
し
、
村
の
面
積
も
隆
小
で
あ
っ
た
の
で
、

つ
い
に
王
村
へ
家
を
徒
し
た
。
そ
の
地
の
奮
名
が
桃
木
源
で
あ

っ
た
た
め
に
、
桃
源
振
と
名
附
け
た
。
村
口
に
は
ま
た
古
い
樗
が
多
い
、
故
に

(
お
)

ま
た
樗
壁
里
と
名
附
け
た
」
と
い
う
の
み
で
、
洪
均
鮮
が
王
村

(
H
樗
壁
里
)
へ
移
住
し
た
朕
況
に
つ
い
て
は
、
簡
単
な
説
明
し
か
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

し
か
し
洪
均
鮮
が
王
村
へ
移
住
し
た
後
、
ど
の
よ
う
に
宗
族
の
基
盤
を
形
成
し
た
の
か
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
文
書
史
料
が
残
っ
て
い
る
。
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{
附
録
1

】

の
八
八
六
・
八
八
七
の
文
書
は
、
洪
均
群
が
そ
の
妻
の
叔
父

(叔
岳
丈
)
王
寄
保
と
岳
母

(丈
母
)
の
王
阿
許
か
ら
財
産
の
贈
輿
を
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受
け
た
贈
迭
批
輿
文
書
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
洪
均
鮮
は
王
村
へ
移
住
し
た
後
、
王
姓

(
H
王
伯
成
、

『桃
源
洪
氏
宗
譜
』
に
よ

る
と
王
態
成
)
の
次
女
の
寄
奴
(
或
は
寄
奴
娘
)
と
結
婚
し
て
王
家
に
入
婿
し
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
妻
方
の
{
永
か
ら
相
嘗
の
財
産
を
贈
奥
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
五
五
二
の
文
書
は
、
王
姓
の
者
か
ら
土
地
を
購
入
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
洪
均
鮮
が
岳
父
(
丈
人
)
の
王
氏
と

の
開
係
を
通
し
て
土
地
を
獲
得
し
、
桃
源
洪
氏
の
宗
族
組
織
の
重
要
な
経
済
的
基
盤
と
し
て
い
つ
必
v

こ
れ
以
後
、
桃
源
洪
氏
は
、
嘉
靖
三
十

六
(
一
五
五
七
)
年
ま
で
は
、
例
外
な
く
異
姓
の
戸
、
あ
る
い
は
外
地
の
洪
姓
の
戸
と
の
取
り
引
き
を
通
し
て
土
地
を
横
大
し
て
い
た
。
そ
し

て
嘉
靖
三
十
年
代
以
後
に
な
る
と
、
桃
源
洪
氏
の
宗
族
内
で
の
取
り
引
き
に
穂
換
し
て
ゆ
く
。
嘉
婿
三
十
年
代
を
前
後
し
て
、
桃
源
洪
氏
の
族

産
の
経
営
は
安
定
期
に
入
っ
て
ゆ
く
。

洪
均
鮮
に
は
全
部
で
四
人
の
息
子
が
お
り
、
長
子
が
景
条
、
次
子
が
景
寛
、
三
子
が
景
宗
、
因
子
が
景
富
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
三
子
の

景
宗
は
洪
均
鮮
の
妻
家
で
あ
る
王
姓
の
養
子
と
な
っ
た
。
長
子
の
景
条
は
一
名
、
柳
相
と
言
い
、
字
を
仕
仁
、
次
子
の
景
寛
は
名
が
毒
、
字
を

の
が

「六
大
房
」
と
い
う
名
稀
で
あ
る
。
「
六
大
房
」
と

い
う
名
稽
の
用
例
を
み
る
と
、

「
六
大
房
」
と
草
濁
で
現
れ
る
場
合
と
、
「
寄
二
公
六
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仕
友
と
言
、
っ
。
こ
の
二
人
の
人
物
が
桃
源
洪
氏
の
文
書
に
み
え
る
「
相
公
」
と
「
書
公
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
相
公
・
書
公
と
共
に
現
れ
る

房
子
孫
」
な
ど
の
よ
う
に
霧
公
と
聯
稀
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
の
で
、
六
大
房
は
書
公
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
族
譜
の
「
郁

門
桃
源
世
系
圃
」
に
よ
れ
ば
、
毒
公

(
H
洪
景
寛
)
に
は
六
名
の
息
子
が
お
り
、
【
附
録
1
】
の
文
書
で
六
大
房
と
共
に
名
前
が
記
さ
れ
る

「
績
」
と
「
起
」
は
各
々
洪
景
寛
の
長
子
と
次
子
で
あ
る
淵
と
翰
の
孫
子
と
息
子
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
六
大
房
は
洪
景
寛
を
頂
黙
と
す
る
書
公

房
で
あ
り
、
各
房
は
洪
景
寛
の
六
名
の
息
子
を
頂
黙
と
す
る
宗
族
組
織
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
同
治
『
祁
門
豚
志
」
巻
九
、
輿
地
志
九
、
嗣
宇
志
一
に
は
五
都
樺
壁
村
に
あ
る
桃
源
洪
氏
の
嗣
堂
に
関
す
る
記
録
が
あ
る
。
嘗
時
ま

で
惇
睦
洞
・
壬
承
堂
・
慎
徽
堂
と
い
う
三
つ
の
洞
堂
が
残
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
『
桃
源
洪
氏
宗
譜
』
巻
五
、
嗣
堂
の
「
桃
源
嗣
堂
記
」
に

よ
れ
ば
、
惇
睦
桐
(
惇
睦
堂
)
は
唐
代
、
徽
州
へ
移
住
し
た
始
租
の
洪
経
論
と
、
遷
祁
門
始
租
の
洪
大
楠
、
そ
し
て
遷
樗
壁
始
租
の
洪
均
鮮
を

祭
る
洞
堂
で
、
桃
源
洪
氏
の
主
洞
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
壬
承
堂
は
永
英
な
ど
が
そ
の
租
父
で
あ
る
相
一
公
の
た
め
に
建
立
し
、
慎
徽
堂
は
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(一世一始祖)

円ヤ寸

景宗

(出繕)

〈恨徽堂〉

景寛(害事公房)

~寸寸
法 i蕨海

(六大房)

(二十二世一桃源、汲)

〈杢承堂〉

景築(相公房)

{ 
i采 j許

(二十三世)

ー
浦1翰

ー
淵(二十四世)

汝
淵
な
ど
が
父
の
毒
二
公
の
た
め
に
建
立
し
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
桃
源
洪
氏
一
族
の
宗
族
組
織
を
整
理
す
る
と
上
の
よ
う
で
あ
る
。

第

節

線、

戸

繰
戸
の
性
格
に
閲
す
る
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
庚
東
の
線
戸
は
里
長
戸
で
あ
り
、
宗
族
を
単
位

(
m
u
)
 

と
し
て
構
成
さ
れ
た
戸
で
あ
る
。
徽
州
の
場
合
は
里
甲
編
制
上
の
帯
管
戸
で
あ
る
が
、
納
税
圏
健

(
犯
)

と
し
て
機
能
し
、
宗
族
を
皐
位
と
し
て
構
成
さ
れ
た
と
い
う
貼
で
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

史
料
を
通
し
て
桃
源
洪
氏
の
線
戸
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

(
A
)
 
の
合
同
は
寓
暦
三
十
四
ご
六
O
六
)
年
に
糧
長
の
役
に
嘗
っ
た
洪
徳
本
戸
が
糧
長
役

一 15一

を
達
行
す
る
た
め
、
各
構
成
員
(
戸
丁
)
が
負
槍
を
公
平
に
分
け
る
た
め
に
作
っ
た
文
書
で
あ
る
。

こ
の
合
同
で
注
目
し
た
い
の
は
、
糧
長
の
役
を
負
指
す
る
主
程
の
洪
徳
本
戸
で
あ
る
。

『桃
源
洪
氏
宗
譜
」
巻
三
、
「
祁
門
桃
源
世
系
園
」
に
よ
れ
ば
、
二
十
八
世
に
天
宿
と
い
う
譜

名
で
載
っ
て
い
る
「
一
名
寄
武
、
官
名
徳
本
、
競
一
粛
」
と
い
う
人
物
が
い
る
。
し
か
し
こ
の

合
同
に
登
場
す
る
他
の
人
物
を
同
じ
く
「
郁
門
桃
源
世
系
圃
」
で
探
し
て
み
る
と
、
相
公
房
と
蕎

公
房
の
子
孫
が
等
し
く
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
中
で
世
義
・
套

徳
・
文
徳
・
産
な
ど
は
二
十
七
世
で
、
族
諮
で
み
え
る
洪
徳
本

(
H
洪
天
宿
)
よ
り
も
輩
行
が
高

ぃ
。
従
っ
て
洪
徳
本
戸
は
洪
天
宿
と
い
う
人
の
家
族
の
み
で
構
成
さ
れ
た
戸
で
あ
る
と
は
言
え
な

し3

0 

そ
し
て
こ
の
合
同
に
参
加
し
て
い
る
五
十
三
名
の
人
々
の
中
で
族
譜
で
確
認
で
き
る
三
十
名
の
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人
物
の
家
系
を
み
る
と
、
洪
均
鮮
の
四
子
の
景
富
の
子
孫
で
あ
る
人
々
は
全
然
み
え
な
い
。
前
に
説
明
し
た
通
り
、
洪
均
鮮
に
は
四
名
の
息
子

が
お
り
、
そ
の
中
で
三
子
の
景
宗
が
王
姓
へ
出
纏
し
た
の
で
こ
れ
を
除
外
す
る
と
、
桃
源
洪
氏
の
宗
族
は
景
富
を
含
め
た
洪
均
鮮
の
三
人
の
息

子
の
後
孫
で
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
洪
徳
本
戸
に
よ
り
作
ら
れ
た
合
同
に
景
富
の
子
孫
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、

洪
徳
本
戸
は
洪
均
鮮
を
始
遷
租
と
す
る
桃
源
洪
氏
の
宗
族
す
べ
て
で
構
成
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
相
公
房
と
書
公
房
の
子
孫
の
み
で
、
或
は
そ

の
一
部
の
人
々
で
構
成
さ
れ
た
繰
戸
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
と
す
れ
ば
、

(
A
)
の
合
同
で
言
わ
れ
る
「
戸
丁
」
と
い
う
の
は
、
賓
は
個
別

家
族

(H
子
戸
)
の
代
表
者

(H
戸
長
)
で
あ
ろ
う
。

の一

O
の
文
書
以
下
を
み
る
と
、
天
啓
二
(
一
六
二
二
)
年
と
天
啓
三
(
一
六
二
三
)
年
に
は
「
徳
本
戸
」
と
い
う
名

が
み
え
る
の
に
針
し
て
、
そ
れ
以
後
か
ら
崇
棋
の
時
ま
で
は
「
元
慶
戸
」
と
い
う
戸
名
が
み
え
る
。
文
書
上
の
主
要
嘗
事
者
で
責
主
と
し
て
記

と
こ
ろ
が

【
附
録
2

】

さ
れ
て
い
る
人
々
は
「
徳
本
戸
」
、
あ
る
い
は
「
元
慶
戸
」
に
属
し
た
戸
丁
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で

一
O
と一

一一

一
の
文
書
で
記
さ
れ
て
い
る

「
洪
拳
富
」
と
い
う
人
の
場
合
は
「
徳
本
戸
」
「
元
慶
戸
」
の
雨
戸
に
共
に
属
し
て
い
た
。
「
徳
本
戸
」
と
「
元
慶
戸
」
と
い
う
戸
名
が
時
間
的
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に
連
績
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
洪
皐
富
」
と
い
う
人
が
雨
戸
の
戸
丁
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
事
貰
か
ら
繭
戸
の

関
係
を
考
え
る
と
、
「
徳
本
戸
」
と
「
元
慶
戸
」
は
同
一
戸
と
し
て
、
天
啓
四
(
一

六
二
四
)
年
に
戸
名
を
愛
更
し
た
か
、
あ
る
い
は
「
徳
本

戸
」
が
分
戸
し
た
後
、
「
徳
本
戸
」
と
い
う
戸
名
は
使
わ
ず
に
、
分
戸
し
た
戸
名
の
な
か
の

一
つ
で
あ
る
「
元
慶
戸
」
が
、
文
書
上
に
残
っ
て

い
る
の
だ
と
解
稗
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
徳
本
戸
」
や
「
元
慶
戸
」
が
個
別
家
族
を
車
位
と
す
る
戸
と
す
る
よ
り
、
線
戸
で
あ
る
と
考

え
る
方
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た

(B
)
と

(
C
)、
(D
)
の
合
同
を
み
る
と
、
合
同
を
作
る
主
程
は
蕎
公
六
大
房
と
吾
族
南
大
房
、
六
大
房
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
桃
源

洪
氏
の
{一木
族
組
織
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

(B
)
の
合
同
の
毒
公
六
大
房
は
康
照
三

(
一
六
六
四
)
年
の
里
長
役
を
矯
嘗

(
犯

)

(

お

)

す
る
里
長
戸
で
あ
る
。
蕎
公
六
大
房
が
里
甲
制
上
の
戸
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
合
同
の
内
容
で
、
康
照
三

年
分
の
里
長
役
を
相
公
房
と
均
首
に
す
る
と
し
た
黙
か
ら
、
蕎
公
六
大
房
と
相
公
房
が
別
の
濁
立
の
戸
で
あ
り
、
朋
充
の
方
式
で
里
長
役
を
分
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し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
だ
か
ら
、
毒
公
六
大
房
と
相
公
房
は
一
つ
の
宗
族
の
内
の
別
の
線
戸
で
あ
る
。
(C
)
と

(
D
)
の
合
同
の
吾

族
爾
大
房
と
六
大
房
も
、
相
公
房
と
毒
公
房
の
線
戸
を
宗
族
組
織
の
名
稽
で
別
に
表
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
公
正
の
役
を
槍
嘗
す
る
主

龍
で
あ
る
の
で
、
す
べ
て
里
長
戸
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

以
上
の
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
桃
源
洪
氏
一
族
に
は
明
の
寓
暦
三
十
四
ご

六
O
六
)
年
の
前
後
の
時
期
か
ら
天
啓
三

(
一六
二
三
)
年
ま
で
、

相
公
房
と
書
公
房
を
併
せ
た
「
洪
徳
本
戸
」
と
い
う
線
戸
が
あ
り
、
天
啓
四
(
一
六
二
四
)
年
か
ら
清
の
康
照
初
期
ま
で
は
「
洪
元
慶
戸
」
と

い
う
線
戸
が
あ
っ
た
。
ま
た
註
(
お
)
で
示
し
た
よ
う
に
、
明
末

(阜
市
頑
十
四
年
)
に
は
す
で
に
「
洪
公
蕎
戸
」
と
い
う
毒
公
房
の
み
で
構
成
さ

れ
た
線
戸
も
存
在
し
た
こ
と
も
分
か
る
。
そ
う
す
る
と
、
明
末
清
初
、
桃
源
洪
氏
一
族
は
相
公
房
の
線
戸
と
書
公
房
の
線
戸

(
H
洪
公
害
時
戸
)

を
持
っ
て
お
り
、
正
確
な
内
容
は
分
か
り
に
く
い
が
、
洪
元
慶
戸
と
い
う
繰
戸
も
持
っ
て
い
た
。
即
ち
、
明
末
以
後
の
桃
源
洪
氏
に
は
宗
族
組

織
の
分
振
を
車
位
と
し
て
作
ら
れ
た
少
な
く
と
も
二
つ
の
繰
戸
と
他
の
構
成
を
持
っ
た
繰
戸
が
並
存
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
繰
戸
に

閲
す
る
研
究
で
は
、
線
戸
を
匿
別
す
る
重
要
な
基
準
と
し
て
「
戸
名
不
繁
」
と
い
う
貼
を
奉
げ
て
い
る
が
、
桃
源
洪
氏
一
族
の
例
に
よ
る
限
り
、

総
戸
の
戸
名
は
時
期
に
よ

っ
て
繁
化
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
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第
三
章

徳
役
分
権
と
宗
族

第

節

里

甲

と

線

戸

一
つ
の
里
甲
戸
は
分
家
・
分
財
に
よ
っ
て
分
戸
す
る
。
ま
た
流
亡
な
ど
に
よ
る
戸
絶
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
色
々
な
現
賓
の
繁
化

を
十
年
一
審
の
責
新
編
造
に
よ

っ
て
国
家
が
把
握
す
る
こ
と
が
、
里
甲
制
の
原
則
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
分
戸
を
す
る
こ
と
な
く
、
宗
族

普
通
、

601 

や
そ
の
分
振
を
車
位
と
し
て
里
甲
戸
を
形
成
す
る
と
い
う
賠
で
、
価
格
戸
は
里
甲
制
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
線

戸
が
国
家
に
よ
り
容
認
さ
れ
て
い
た
の
は
、
賦
役
を
徴
牧
す
る
圏
家
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
解
程
し
つ
つ
あ
る
里
甲
瞳
制
下
で
、
線
戸
を
通
す
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こ
と
で
賦
役
の
徴
収
が
保
障
さ
れ
る
役
割
を
期
待
で
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
径
役
に
開
す
る
線
戸
の
内
部
の
公
議
を
通
し

て
、
線
戸
が
ど
の
よ
う
に
径
役
負
櫓
に
感
じ
て
い
た
の
か
検
討
し
て
み
よ
う
。

近
年
、
岩
井
茂
樹
は
里
甲
制
に
つ
い
て
、
「
圏
程
的
公
課
負
捨
の
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
面
に
注
目
し
、
「
園
龍
と
し
て
の
求
心
性
」
と
「
内
部

で
の
負
櫓
の
公
平
性
」
が
里
甲
制
を
機
能
さ
せ
る
基
本
的
な
傑
件
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
里
甲
制
の
解
龍
と
い
う
吠

況
は
、
里
甲
組
織
が
「
圏
韓
と
し
て
の
求
心
性
」
と
「
内
部
で
の
負
捨
の
公
平
性
」
と
い
う
基
本
候
件
を
充
足
さ
せ
ら
れ
な
い
状
況
か
ら
生
ま

れ
た
こ
と
だ
と
言
い
う
る
。
明
中
期
以
後
、
解
程
に
向
か
う
里
甲
組
織
の
求
心
性
と
公
平
性
を
保
障
す
る
た
め
、
様
々
な
方
法
が
摸
索
さ
れ
る

が
、
そ
の
一
般
的
な
も
の
と
し
て
「
朋
充
」
と
「
津
貼
」
と
い
う
方
式
が
あ
っ
た
。
「
朋
充
」
と
は
、

一
つ
の
徳
役
に
針
し
て
複
数
の
戸
が
共

同
で
負
捨
す
る
方
式
で
あ
り
、
「
津
貼
」
と
は
、
賓
役
を
負
携
す
る
戸
の
た
め
に
賓
役
を
負
嬉
し
な
い
戸
が
金
銭
で
自
分
が
猪
首
す
べ
き
分
に

代
え
る
方
式
で
あ
る
。

る
。
本
稿
で
使
用
し
た

(
A
)
(
B
)
(
C
)
(
D
)
の
合
同
も
、
里
甲
制
下
の
倍
役
を
め
ぐ
る
宗
族
内
の
「
腕
充
」
と
「
津
貼
」
に
開
す
る
資
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と
こ
ろ
が
徽
州
文
書
の
中
で
は
「
朋
充
」
や
「
津
貼
」
の
方
式
が
特
に
宗
族
組
織
の
公
議
を
通
し
て
行
な
わ
れ
る
事
例
が
少
な
か
ら
ず
見
え

料
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
里
甲
戸
は
分
戸
し
た
個
別
家
族
を
軍
位
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
複
数
の
家
族
が
宗
族
と
い
う
血
縁
的

紐
帯
に
基
づ
い
て
構
成
し
た
線
戸
の
形
態
を
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
線
戸
に
負
課
さ
れ
た
各
種
の
径
役
は
線
戸
に
属
し
て
い
る
個
別
家
族
、
即

(
町
四

)

ち
子
戸
の
聞
で
「
朋
充
」
や
「
津
貼
」
の
方
式
で
分
擁
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

ま
ず
線
戸
の
内
で
行
な
わ
れ
る
徳
役
分
権
の
方
法
を
み
よ
う
。
(
A
)
の
合
同
を
み
れ
ば
、
線
戸
の
洪
徳
本
戸
は
子
戸
の
聞
の
負
権
能
力
の

差
を
考
慮
し
て
、

税
糧
額
を
基
準
で
毎
石
嘗
り
津
貼
銀
三
爾
ず
つ
を
取
り
立
て
る
よ
う
に
決
め
た
。
(B
)
の
合
同
の
里
長
戸
で
あ
る
蕎
公
六

大
房
の
場
合
も
、
各
子
戸
の
税
糧
額
を
基
準
と
し
て
毎
年
四
雨
八
銭
ず
つ
の
津
貼
銀
を
取
り
立
て
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
賓
役
の
動
か
ら

み
れ
ば
、

田
・
丁
な
ど
財
産
の
状
況
と
か
税
糧
額
に
か
か
わ
ら
ず
宗
族
の
分
振
に
従
っ
て
各
房
で
一
名
ず
つ
を
抽
畿
に
よ
り
選
ん
で
い
る
。
彼

ら
は
三
箇
月
間
、
他
の
湧
か
ら
選
ば
れ
た
承
役
人
一
人
と
共
に
里
長
役
を
行
な
っ
て
い
る
。
里
長
役
を
行
な
う
期
間
は
、
奪
公
六
大
房
が
一
月



か
ら
八
月
ま
で
里
長
役
を
行
な
っ
て
い
る
か
ら
、
残
り
の
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
は
「
均
嘗
」
す
る
相
公
房
の
分
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
、
爾
房
が
「
均
嘗
」
す
る
こ
と
を
決
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
公
房
は
八
箇
月
分
、
相
公
房
は
四
箇
月
分
の
倍
役
を
行
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
六
月
に
は
他
の
月
と
は
遣
っ
て
四
人
が
径
役
を
行
な
っ
て
い
る
。
正
確
な
理
由
は
提
示
で
き
な
い
が
、
里
長
役
の
負
捨
が

時
期
に
よ
っ
て
遣
う
た
め
か
、
或
は
雨
房
の
負
播
能
力
の
差
の
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
に
か
く
、
こ
れ
は
徳
役
の
負
櫓
が
皐
純
に

機
械
的
に
、
あ
る
い
は
時
間
的
に
等
分
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
賓
際
の
負
槍
の
軽
重
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
負
鎗
能
力
の
差
に
よ
っ
て
、
合
理
的

か
つ
公
平
に
分
指
さ
れ
た
の
を
示
す
。
書
公
六
大
房
と
い
う
宗
族
の
分
汲
を
草
位
で
構
成
さ
れ
た
線
戸
は
、
自
分
に
賦
課
さ
れ
た
里
長
役
を
公

正
で
公
卒
に
分
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
血
縁
と
し
て
本
来
持
っ
て
い
た
「
圃
程
と
し
て
の
求
心
性
」
を
さ
ら
に
強
め
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け

で
は
な
く
、
「
内
部
で
の
負
捨
の
公
平
性
」
も
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一方、

(
C
)
と

(
D
)
の
合
同
は
康
照
二
(
一
六
六
三
)
年
十
一
月
二
十
三
日
と
十
一
月
二
十
六
日
、
わ
ず
か
三
日
の
差
を
お
い
て
、
清
丈

の
貰
施
に
際
し
て
公
正
の
役
を
賦
課
さ
れ
た
桃
源
洪
氏
一
族
、
即
ち
吾
族
爾
大
房
と
六
大
房
が
主
韓
に
な
っ
て
作
っ
た
文
書
で
あ
る
。

(
C
)

-19-

の
合
同
で
の
工
食
銀
と
公
費
銀
の
徴
枚
方
法
は
、
本
甲
に
属
し
た
嗣
堂
と
爾
房
(
相
公
房
・
書
公
房
)
の
銭
糧
お
よ
び
各
房
の
花
戸
の
銭
糧
の
外
、

甲
首
の
銭
糧
も
徴
収
の
針
象
と
し
て
、
税
糧
額
に
よ
っ
て
公
卒
に
取
り
立
て
て
、
そ
の
額
は
工
食
銀
が
二
十
四
爾
で
あ
る
。
ま
た
丈
量
が
完
了

し
た
後
、
そ
の
結
果
を
官
府
に
報
告
す
る
過
程
で
費
生
す
る
解
珊
・
駁
冊
・
覆
丈
・
公
錯
の
公
費
な
ど
に
充
嘗
す
る
公
費
銀
は
、
毎
石
嘗
り
五

銭
を
取
り
立
て
る
こ
と
に
し
た
。
こ
こ
で
も
税
糧
額
を
基
準
と
し
た
の
は
公
平
性
を
保
障
す
る
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

(
D
)
の
合
同
の
⑤

を
み
る
と
、
書
公
房
か
ら
選
ば
れ
た
承
役
人
に
は
、

(
C
)
の
合
同
で
決
め
た
十
二
雨
(
二
十
四
雨
の
字
分
)
の
外
に
、
六
雨
を
加
え
て
支
給
し

て
い
る
。
そ
の
理
由
は
工
食
銀
十
二
爾
で
は
足
り
な
い
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
、
こ
の
追
加
支
給
分
の
六
爾
を
出
す
の
は
「
六
房
の
杷
匝
と
(
六

房
)
秩
下
の
各
花
戸
と
一柳
曾
」
で
あ
る
。
そ
し
て
再
び
書
公
杷
匝
か
ら
支
給
す
る
こ
と
以
外
に
二
爾
を
加
え
て
支
給
す
る
と
し
、
こ
れ
は
税
糧

額
に
よ
っ
て
分
権
す
る
も
の
に
は
含
ま
せ
な
い
と
し
た
。
結
果
的
に
害
時
公
房
側
の
公
正
人
員
は
線
二
十
爾
の
工
食
銀
を
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
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書
公
房
が
三
目
前
、
相
公
房
と
共
に
作
っ
た
合
同
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
承
役
人
の
負
槍
を
軽
減
す
る
た
め
再
び
書
公
房
の
内
部
で
こ
の
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よ
う
な
合
同
を
つ
く
っ

た
の
は
、

で
き
る
限
り
負
捨
を
公
平
に
分
け
よ
う
と
す
る
繰
戸
の
意
志
の
反
映
で
あ
る
。

こ
う
し
た
繰
戸
の
意
義
に
つ
い
て
鈴
木
博
之
は
、
「
繰
戸
は
公
権
力
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
納
税
圏
罷
と
し
て
の
役
割
を
持
ち
、
そ
れ
ま
で
は

在
地
の
慣
習
と
し
て
存
在
し
て
き
た
族
産
を
公
的
に
認
可
す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
同
族
に
と
っ
て
は
そ
れ
ま
で
族
人
に
分
散

(
幻
)

一
つ
の
法
人
格
的
な
濁
立
韓
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
」

さ
れ
て
い
た
族
産
の
所
有
権
を
繰
戸
名
下
に
統
一
し

と
説
明
し
た
。
こ
れ
は
族
産
管
理
機
構
と
し
て
の
繰
戸
の
性
格
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
桃
源
洪
氏
一
族
の
繰
戸
の
場
合
も
も
ち
ろ
ん
族
産

管
理
機
構
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
が
、
筆
者
が
強
調
し
た
い
の
は
、
桃
源
洪
氏
の
線
戸
は
解
健
さ
れ
て
ゆ
く
里
甲
制
の
下

で
、
再
生
産
の
基
盤
を
脅
や
か
さ
れ
て
い
た
里
甲
戸
に
、
「
圏
睦
と
し
て
の
求
心
性
」
と
「
内
部
で
の
負
婚
の
公
平
性
」
を
保
障
す
る
役
割
を

演
じ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
徽
州
で
の
里
甲
戸
は
依
然
と
し
て
税
役
負
捨
税
圏
瞳
と
し
て
の
機
能
を
維
持
で
き
た
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
現
賓
的
な
理
由
が
あ
っ
た
の
で
、
桃
源
洪
氏
一
族
に
は
宗
族
の
分
涯
を
軍
位
と
し
て
構
成
さ
れ
た
複
数
の
繰
戸
が
存
在
し

た
の
で
あ
っ
た
し
、
繰
戸
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戸
名
の
費
化
が
見
え
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
一
つ
の
事
例
研
究
に
過
ぎ
な
い
が
、
徽
州
が
同
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族
結
合
が
強
か
っ
た
地
域
で
あ
り
、
同
族
村
落
が
多
い
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
の
事
例
は
、
徽
州
で
里
甲
制
が
長
く
清
代

(
お
)

中
後
期
ま
で
も
機
能
し
え
た
背
景
を
説
明
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
一
つ
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
繰
戸
が
い
つ
も
求
心
性
と
公
卒
性
と
を
保
障
で
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
族

の
内
部
で
も
紛
争
が
琵
生
す
る
可
能
性
は
常
に
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
承
役
人
が
死
亡
し
た
こ
と
で
、
そ
の
人
が
捨
首
す
べ
き
分
を
め
ぐ

(
ぬ
)

っ
て
宗
族
の
内
で
訴
訟
が
起
っ
た
場
合
が
あ
り
、
ま
た
承
役
人
が
す
で
に
決
め
ら
れ
た
津
貼
銀
に
釘
し
て
不
満
を
提
起
し
て
、
よ
り
多
い
津
貼

(ω) 

銀
を
も
ら
っ
た
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
例
は
結
果
的
に
固
満
解
決
さ
れ
て
合
同
と
い
う
形
式
の
文
書
が
作
ら
れ
た
が
、
紛
争
が
内
部
で
解

決
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
線
戸
の
役
割
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
宗
族
を
箪
位
と
し
た
線
戸
は
他
の
何
よ
り

(

川

町

)

祉
曾
的
・
制
度
的
愛
化
に
柔
軟
か
つ
迅
速
に
封
摩
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。



第

節

宗

族

と

園

家

線
戸
が
槍
税
圏
程
で
あ
り
、
里
甲
戸
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
通
じ
て
宗
族
と
園
家
が
ど
の
よ
う
に
接
し
て
い
た
の
か
を

示
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
線
戸
の
内
部
で
徳
役
の
分
権
の
た
め
に
議
論
す
る
過
程
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

周
知
の
通
り
、
清
朝
入
開
後
の
し
ば
ら
く
の
聞
は
、
清
朝
の
支
配
龍
制
は
ま
だ
堅
固
で
は
な
か
っ
た
。
賦
役
徴
牧
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て

荒
田
・
隠
田

・
銭
糧
の
滞
納
な
ど
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
蔑
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
清
朝
は
正
確
な
土
地
蓋
帳
の
把
握
の

た
め
に
康
照
二
(
一
六
六
三
)
年
、
全
園
的
な
土
地
丈
量
を
{
貫
施
し
出

V

(

C

)

と

(
D
)
の
文
書
に
見
え
る
祁
門
牒
、
五
都
(
一
国
)
の
清
丈

も
、
他
な
ら
ぬ
康
照
二
年
の
全
園
的
な
土
地
丈
量
の
一
環
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
丈
量
は
国
家
の
意
志
の
通
り
順
調
に
は
準
ま
な
か
っ
た
。
丈
量
策
に
針
す
る
意
見
の
相
違
が
朝
廷
の
内
に
あ

っ
た
の
み
な
ら
ず
、

(
叫
〉

地
方
で
は
特
に
郷
紳
屠
の
強
い
抵
抗
に
直
面
し
た
。
祁
門
際
、
五
都
の
清
丈
も
順
調
に
進
ま
な
か
っ
た
。
合
同
に
見
え
る
よ
う
に
、
ま
ず
洪
元

慶
と
洪
光
障
を
公
正
と
公
副
の
役
に
、
そ
の
外
の
弓
手
・
算
手

・
書
手
・
重
手
の
役
に
も
人
員
を
投
入
し
、
十
名
の
里
長
が
合
同
を
作
っ
て
丈
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量
を
賓
施
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
再
び
桃
源
洪
氏
の
爾
大
房
に
公
正
の
役
の
た
め
の
人
員
を
選
ん
で
朋
充
す
る
よ
う
に
指
示
が
下
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
進
行
の
難
し
さ
と
関
係
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
丈
量
の
重
要
性
を
勘
案
す
る
と
、
桃

源
洪
氏
の
雨
大
房
に
丈
量
の
責
任
を
負
わ
せ
た
の
は
、
こ
の
宗
族
組
織
が
郷
村
一
壮
舎
で
占
め
て
い
る
地
位
や
役
割
と
閥
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
公
正
の
役
を
分
捨
す
る
た
め
の
議
論
の
過
程
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

①
桃
源
洪
氏
の
爾
大
房

(相
公
房
・

害時
公
房
)
は
、
公
正
の
役
を
朋
充
せ
よ
と
園
家
か
ら
指
示
を
受
け
た
。

②
雨
大
房
は
公
正
の
役
を
共
同
に
分
婚
す
る
こ
と
に
し
、
工
食
銀
二
十
四
雨
と
公
費
銀
、
毎
石
嘗
り
五
銭
ず
つ
を
取
り
立
て
て
承
役
人
に
支

給
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
(
十
一
月
二
十
三
日
)
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③
三
日
後
、
書
公
房
で
は
二
十
四
雨
の
工
食
銀
の
中
で
毒
公
房
の
公
正
人
員
が
も
ら
う
分
で
あ
る
十
二
爾
に
、
書
公
房
が
準
備
し
た
六
爾
を
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加
え
て
線
十
八
爾
を
彼
ら
公
正
人
員
に
支
給
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
(
十
一
月
二
十
六
日
)

④
以
後
、
審
公
房
で
は
再
び
工
食
銀
十
八
爾
に
二
爾
を
加
え
て
全
部
で
二
十
雨
を
支
給
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

(D
)
 の
合
同
の
再
批
に
、
「
育
局
所
雑
務
は
相
公
房
の
例
に
従
う
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
議
論
過
程
は
相
公
房
で

も
同
じ
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
丈
量
に
閲
す
る
国
家
の
意
志
が
下
に
傍
わ
る
過
程
が
分
か
る
。
そ
れ
は
「
国
家

(地
方
官

)
l
雨
大
房
↓
書
公
房
あ
る
い
は
相
公

房
」
で
あ
る
。
相
公
房
や
書
公
房
が
里
長
戸
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
首
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
宗
族
組
織
を
車
位
と
し
て
構

成
さ
れ
た
繰
戸
の
内
部
の
議
論
過
程
で
は
、
園
家
と
里
甲
戸
の
接
絹
が
、
{
貫
質
的
に
は
園
家
と
宗
族
の
接
絹
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
国
家

あ
る
い
は
地
方
官
に
よ
り
線
戸
が
容
認
な
い
し
歎
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
賦
役
徴
牧
の
た
め
個
別
戸
を
直
接
把
握
し
よ
う
と
す
る

国
家
の
意
志
が
あ
ま
り
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
こ
れ
は
結
果
的
に
園
家
と
宗
族
を
直
接
に
接
絹
さ
せ
る
役
割
を
演
じ
た
。

し
た
こ
と
で
は
な
く
、

宗
族
組
織
の
構
成
員
と
し
て
園
家
と
接
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
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即
ち
、
園
{
ゑ
が
線
戸
H

宗
族
組
織
で
把
握
で
き
た
か
ど
う
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
子
戸
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

里
甲
戸
と
し
て
国
家
と
接

一
方
、
明
中
期
以
降
の
郷
村
枇
舎
に
は
里
甲
組
織
以
外
も
色
々
な
郷
村
組
織
が
並
存
し
て
い
た
。
里
甲
億
制
の
枠
で
維
持
さ
れ
て
き
た
枇
曾

秩
序
が
動
揺
し
始
め
た
状
況
で
、
各
地
に
は
郷
約
・
保
甲
な
ど
郷
村
数
化
や
治
安
維
持
の
た
め
の
組
織
が
分
散
的
に
作
ら
れ
た
。
明
末
に
な
る

と
、
こ
の
よ
う
な
郷
村
組
織
は
地
方
官
に
よ
り
政
策
的
に
奨
働
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
様
々
な
郷
村
組
織
が
色
々
な
枇
曾
問
題
に
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

(E
)
と

(F
)
の
合
同
は
、
都
長
と
、
園
練
の
郷
線
お
よ
び
練
副
の
選
出
を
め
ぐ
る
郷
約
の
公
議
で
あ
る
。
こ
う
し
た

合
同
は
、
宗
族
が
里
甲
の
ほ
か
の
郷
村
組
織
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
か
を
示
す
得
が
た
い
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
を
利
用
し
て
宗

族
と
国
家
が
接
す
る
方
式
に
針
す
る
説
明
を
補
充
し
た
い
。

の
合
同
で
注
目
さ
れ
る
の
は

「
四
約
」
と
呼
ば
れ
る
組
織
で
あ
る
。
里
甲
制
下
に
あ
っ
て
は
郷
村
枇
舎
の
問
題
は
、
十
名
の
里
長
が

議
論
し
て
決
定
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
一
明
祁
門
時
五
都

(
一
園
)
の
場
合
も

「
二
甲
里
長
」
が
現
年
里
長
と
し
て
登
場
し
て
い
る
が
、
彼

(E
)
 



は
「
不
便
撞
報
」
を
理
由
と
し
て
、
都
長
を
選
ん
で
報
告
せ
よ
と
い
う
牒
の
指
示
を
里
長
た
ち
の
曾
議
で
は
な
く
、
「
四
約
」
を
通
し
て
議
論

し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
「
四
約
」
と
い
う
組
織
が
里
長
た
ち
の
公
議
以
上
に
都

(園
)
全
龍
の
意
見
を
代
表
で
き
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
。
五
都
で
「
四
約
」
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
が
分
か
れ
ば
、
「
四
約
」
の
組
織
の
性
格
が
把
握
で
き
る
だ
ろ
う
。

(F) 
の
合
同
は
四
約
の
構
成
を
よ
り
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
(
E
)
の
合
同
で
、
す
で
に
四
約
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
「
樗
壁
約
」

と
い
う
名
務
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
錦
渓
約
」
・
「
珠
渓
約
」
と
い
う
名
稽
が
み
え
る
。
祁
門
前
林
、

五
都
が
膏
嶺
・
樗
壁
・
仰

村
・
子
村
と
い
う
四
つ
の
自
然
村
落
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
を
思
い
出
せ
ば
、
「
樗
壁
約
」
は
桃
源
洪
氏
の
本
撮
地
の
樗
霊
村
の
郷
約
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
、
同
治

『祁
門
豚
志
』
巻
八
、
輿
地
志
入
、
橋
梁
、
五
頁

a
に
は
、
錦
渓
橋
と
い
う
橋
梁
の
名
稽
が
見
え
、
割
註
に
「
在
仰
村
、

仰
姓
建
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
即
ち
「
錦
渓
約
」
は
仰
村
の
郷
約
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
同
治

『祁
門
牒
志
』
巻
一

O
、
輿
地
志
一

(
U
)
 

五
都
に
珠
渓
寺
と
い
う
名
稀
の
寺
剃
が
あ
る
。
正
確
な
所
在
は
不
明
で
あ
る
が
、
珠
渓
約
は
珠
渓
寺
が
あ
る
村
落

。
、
寺
親
、
五
頁
b
に
は
、

で
組
織
さ
れ
た
郷
約
で
あ
ろ
う
。
位
置
は
恐
ら
く
膏
嶺
と
子
村
と
の
中
の
一
所
で
あ
ろ
う
。
四
約
の
中
、
残
り
一
つ
の
名
稽
が
史
料
に
は
現
れ
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て
い
な
い
が
、
「
四
約
」
と
は
五
都
の
四
つ
の
自
然
村
落
を
草
位
に
作
ら
れ
た
郷
約
組
織
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
即
ち
康
照
初
期
、

祁
門
前
脚
の
五
都
で
は
自
然
村
落
を
車
位
と
し
た
郷
約
の
連
合
韓
で
あ
る
四
約
の
公
議
を
通
し
て
、
郷
村
一
吐
曾
の
問
題
を
議
論
し
決
定
し
た
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
四
約
の
公
議
は
都

(園
)
全
寵
の
合
意
と
し
て
の
権
威
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

(
E
)
の
合
同
に
よ
れ
ば
、
四
約
の
公
議
で
樗
壁
約
か
ら
都
長
一
名
を
充
嘗
す
る
こ
と
を
決
め
た
後
、
そ
の
問
題
が
す
ぐ
桃
源
洪

氏
一
族
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
(F
)
の
合
同
で
も
、
樗
壁
約
か
ら
練
副
一
名
を
充
且
回
国
す
る
こ
と
を
決
め
た
後
、
同
じ
く
宗
族
の
内
で
練
副
の

(

川
崎

)

役
と
関
連
し
た
具
程
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
樗
壁
約
が
、
即
ち
桃
源
洪
氏
の
宗
族
組
織
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
と
す
れ

ば
、
五
都
に
お
け
る
四
約
の
公
議
は
宗
族
の
公
議
と
垂
直
的
に
結
ば
れ
て
お
り
、
棒
壁
約
の
場
合
は
郷
約
の
公
議
H
宗
族
の
公
議
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
即
ち
、
祁
門
勝
、

五
都
の
郷
約
の
場
合
を
見
て
も
、
国
家
の
意
志
が
惇
わ
る
過
程
は
、
表
面
的
に
は
「
園
家

(地
方
宮
)
↓
里
甲
」

607 

で
あ
る
が
、
そ
の
内
賓
は
「
国
家
(
地
方
官
)
↓
郷
拘
(
或
は
里
甲
)
↓
宗
族
」
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
。
桃
源
洪
氏
一
族
は
里
甲
の
み
な
ら
ず
、
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郷
約
を
通
し
て
も
結
果
的
に
国
家
と
直
接
に
接
鰯
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

士
目。求r

T

モき'b.
E問

元
末
明
初
、
棒
壁
村
へ
移
住
し
た
洪
均
鮮
を
始
遷
組
と
す
る
祁
門
豚
の
桃
源
洪
氏

一
族
の
事
例
を
通
し
て
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
桃
源
洪
氏

一
族
は
洪
均
鮮
の
長
子
と
次
子
と
の
子
孫
で
あ
る
相
公
房
と
書
公
房
と
を
中
心
と
し
た
宗
族
組
織
を
形
成
し
、
こ
の
宗
族
の

分
振
を
皐
位
と
し
て
、
里
甲
制
上
の
税
役
負
槍
閤
瞳
と
し
て
機
能
す
る
繰
戸
を
構
成
し
て
い
た
。

二
、
線
戸
に
賦
課
さ
れ
た
循
役
を
分
櫓
す
る
た
め
の
公
議
に
み
え
る
方
法
に
よ
れ
ば
、
津
貼
銀
は
税
糧
額
と
い
う
指
税
能
力
に
従
い
、
公
平

性
を
考
慮
し
て
い
る
。
賓
役
の
部
分
も
相
公
房
と
毒
公
房
と
で
負
婚
が
均
等
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
は
言
わ
れ
る
が
、
徳
役
を
機
械
的
か

つ
時
間
的
に
等
分
し
た
の
で
は
な
く
、

一
年
の
倦
役
の
軽
重
、
あ
る
い
は
負
権
能
力
の
差
を
勘
案
し
て
負
檎
を
公
平
に
分
け
て
い
る
。
ま
た
爾
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房
に
属
し
て
い
る
構
成
員
の
径
役
負
播
を
で
き
る
だ
け
軽
減
し
、
共
同
で
分
指
す
る
方
向
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
槍
方
法
は
、

里
甲
制
が
維
持
さ
れ
る
た
め
の
基
本
候
件
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
「
圏
程
と
し
て
の
求
心
性
」
と
「
内
部
で
の
負
捲
の
公
平
性
」
を
、
線
戸
の
公

議
を
通
し
て
保
障
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

三
、
宗
族
と
国
家
の
関
係
と
い
う
面
に
注
目
す
る
と
、
丈
量
に
関
す
る
国
家
の
意
志
が
ま
ず
里
甲
戸
で
あ
る
桃
源
洪
氏
の
雨
大
房

(相
公

房・

膏町
公
房
)
に
惇
え
ら
れ
、
雨
大
房
が
合
意
し
た
こ
と
に
従
っ
て
、
相
公
房
と
書
公
房
が
自
ら
の
輩
位
内
で
再
び
具
程
的
に
議
論
し
て

い
た
。

ま
た
都
長
と
園
練
の
郷
線
・
練
副
の
選
出
の
た
め
の
公
議
で
も
、
国
家
の
意
志
が
ま
ず
里
甲
に
侍
え
ら
れ
、
こ
れ
が
自
然
村
落
を
箪
位
と
す
る

四
つ
の
郷
約
に
よ
り
議
論
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
樗
壁
約
は
桃
源
洪
氏

一
族
で
構
成
さ
れ
た
郷
約
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
即
ち
、
桃
源
洪
氏

一

族
に
見
ら
れ
る
以
上
の
事
例
は
、
里
甲
組
織
や
郷
約
が
宗
族
組
織
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
結
果
的
に
宗
族
が
国
家
と
直
接
に
接
鰐
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
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I附録 1I r中園歴代契約曾編考得J(張傍璽主編、北京大祭出版市士、1999)収録

『洪氏歴代契約抄 (毒公祖業妙白簿)J文書一貫

* 番競 文書作成日 文 書 名 主要省事者H 備 考

552 洪武20(1387)祁門i採王亥郎等賓田契 王亥郎・王伯成/

3. 1 洪均鮮

554 洪武23(1390) 郁門理事宋宗蔭賓山契 宋宗蔭・宋張保/

7.20 洪寛

563 建文 2(1400) 郁門蘇宋孟義等寅山契 宋孟義・宋和/

8.22 洪某

574 永集 6(1408) 祁門型悪質日永寧資回契 鄭永君事/洪均鮮

11. 5 

581 永幾14(1416)市日門懸王亥寅房地契 王亥/洪寛

5. 9 

592 永祭21(I423) 祁門豚洪伯g寅回契 洪伯撲(東都)1
2.14 洪寛

593 永幾21(1423) 祁門蘇李仲得賀山地契 李仲得/洪寛

2.16 

596 永祭22(1424)祁門牒李茂昭貰山地契 李茂昭/洪寛

7.24 

598 洪照冗(1425)部門牒洪伯験資田契 洪伯験(束郡)1
11. 26 洪寛

636 弘治 6(1493) 郁門懸方邦本寅山地契 方邦本/洪爵・洪達

9.18 方岳/洪爵等

637 弘治 6(1493) 祁門l採方岳賓回契 方岳/洪達等

10. 7 

638 弘治 6(1493) 祁門際方邦本賓回契 方邦本/洪遼等

10. 7 

642 弘治17(1504)祁門豚方相賓田契 方相/洪績等六房

閏4.13

644 正徳 2(1507) 郁門脈鏡呆等貰回契 鏡果・鏡旭等(鏡昂)

4.28 /洪六大房

645 正徳 7(1512) 祁門県長黄鐘貰回契 賞鋒/洪某 所有税糧、隠~n推寄j

4.13 正徳 7(1512)年は大造之年

656 嘉嫡 1(1522) 祁門際方佐賀田契 方枕/洪積・喧・現 買主で暴名された人物は各

1.18 -千侃・起等 各、六大房を代表すること

であるとおもわれる。

674 嘉靖36(1557) 市日門豚黄仁貰田地屋基契 黄仁/洪氏族衆

2.11 

675 嘉靖36(1557) 市日門際洪珊等賓田契 洪珊 .!，共・瑚 所有税糧、隠即援輿六房供

5. 1 洪I.@!陽・舜民(五都) 解

/霧ニ公六房子孫

682 嘉靖39(1560) 市日門脈洪感陽免f田契 洪懸陽(五都)1 所有税糧、随時過割供解

12.20 海ニ公六房子孫種泥

684 嘉靖40(1561) 祁門鯨洪世仁免佃契 洪世仁(五都)1 所有税種、聴自本戸随時収

3. 9 害事二公分下子孫 割

688 嘉靖42(1563) 祁門l採洪I.@!陽賓田契 洪I.@!陽(五都)1 所有税種、随時寄j興本戸供

6.15 六房祷公子孫 解

690 嘉靖44(1565) 祁門県長洪幅佑貰田骨契 洪稲佑(五都)1欝公

5.11 
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829 高暦 5(1577) 市日門豚畢{判官賞牛文約 畢伴{富(宮人)1
3. 1 洪六房(賞主)

830 ;Iff，暦14(1586) 祁門脈僕人胡喜孫嘗男約 胡喜孫(僕人)1
12. 4 洪欝公市1'.(房東)

831 1fi，暦33(1605) 祁門理事洪嘉永典入殿屋合同 洪嘉永/害事公種荊E
6. 8 

836 弘治 8(1475) 部門l採康祭得租地批 康築得/洪某 劉和恵論文、 1986の附表、

7. 8 弘治 8年文害と同一

838 ~l.i台 13 (1 500) 市日門牒胡成祖国地約 胡成/洪某 劉和恵論文、 1986の附表、

11.13 弘治13年文曹と同一

839 正徳15(1520) 祁門県長在文等租山地合同 迂文/洪淵(洪積等)

11. 21 

840 嘉靖 9(1530) 祁門県長胡ニ乞等租回帖 胡ニ乞 ・尚徳/洪某

7 

841 隆慶 3(1569) 祁門際畢{宇償租山地約 畢伴i歯/六大房洪某 劉和A!¥論文、 1986の附表、

8.23 隆慶3年文書と同一

842 寓暦10(1582) 祁門牒山僕胡勝保等租地約 洪害事六房山僕胡勝 劉和恵論文、 1986の附表、

7.28 保 ・胡遅保・胡記- 高暦10年文書(下)と 同一

胡初等/洪害事公

850 ~l.i古 11 (1498) 祁門l採鋭永普断山文約 篠永善/洪達 劉和恵論文、 1986の附表、 l 
6.21 弘治11年文書と同一

852 正徳 2(1507) 祁門懸胡進童兄弟断山合同 胡進童・ ニ乞/洪積 劉和恵論文、 1986の附表、

閏1.17 正徳2年文書(4)と同一

856 正徳 9(1514) 祁門鯨胡乞等請t貴山懲役還 胡乞 ・胡進童/洪家

12.21 文

857 嘉靖14(1535) 市R門県長I番九等請墳山懸役約 j番九・潜一保/洪家

12.13 

858 嘉靖22(1543) 祁門l採朱冗等住屡感役契 朱7c・同弟佳四房/

11. 1共起等(六房)

859 嘉靖38(1559) 市日門l採注互等住屋l.IJ!i役文書 迂互 ・陳球・迂常/

9.11 洪某(房東公衆)

860 隆慶 5(1571) 祁門!際荘僕胡初等佐屋佃回 胡初・胡喜孫・胡寄互

1. 1 感役文約 (胡寄護)1洪欝二公

秩下子孫洪六大房等

861 高暦12(1584) 祁門豚僕人胡喜孫等請墳山 胡事孫・胡寄護/

11.18 懲役文約 洪(欝公)六大房

863 高暦33(1605) 郁門l採僕人胡勝保等四大房 胡勝保 ・胡佐保・胡

12.17 感役文書 選保・胡寄(四大房)

/洪害事公

864 高磨34(1606) 祁門豚僕人朱天冗等還興費量 朱天冗・朱虎生 ・朱

2.15 文約 寄徳li共害事公

880 嘉靖30(1551) 祁門理系洪氏踊且産規約件*

883 隆慶 5(1571) 市日門l採洪儒等族衆護産誓詞

886 洪武20(1387) 祁門豚王寄保批産契 王寄保(妻叔父)1

9. 8 洪均群(径橋)

887 洪武22(1389) 祁門際王阿許分産標帳 王阿許(岳母)1洪均

2. 鮮(女婿)(孫柳相)

888 永幾20(1422) 祁門l採胡仕批山契 胡仕(岳父)1

9.22 洪寛(女婿)
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890 正統 2(1437) 祁門際洪阿王分産合同文書 洪阿王(洪均鮮の妻)

10. 4 /次男寛(故)ー前(孫)

-男戸男彦宗・四男景

富-孫洪深

891 景泰 6(1455) 祁門蘇方伯起等分山合同 方伯起・業仕彰/

9.26 葉茂芳・得芳

893 成化 2(1466) 前日門l孫自射友政等劃分山界合 謝友政/洪淵 原無硬界、以致互号事

8.29 同

894 成化 4(1468) 市日門際畢仕文劃分山界合同 畢仕文/ 一家不願素繁

5.12 洪淵・繍(洪家)

895 成化 6(1470) 都門牒洪景富等分山地合同 i共景富 ・洪i采・洪潮 景福(富)、封貰奥本都鏡築

1. 28 文書 /洪淵 保後、佳洪i胤欣告到府、不

願素繁

896 成化10(1474) 郁門県草鏡雲宗ilJ分山地界文 銭雲宗/洪深・洪淵

6.21 約

897 成化15(1479) 祁門揮系能祭宗等割分地界合 鏡築家/ ニ家地土相達、未曾明界、

6.16 同 洪(景)富・迂琴 今互告拘提

898 成化16(1480) 市日門牒迂漉等劃分山界合同 迂濠/洪j許

4.13 文約

903 嘉靖36(1557) 市日門豚洪白等ニ房管理墳地 洪畠・洪儒・洪五ニ 動議里長陳廷震

12.11 合同 大房間合同

904 隆慶 6(1572) 郁門理系鏡有害事賠償文書 鏡有害事/洪某 約正洪萱

l目 6

『中園歴代契約曾編考稗』の文書番号車に依る。

材 質買文書の場合、(責主)/(買主)を表示。その他の文書は()で表記。

刺殺 『中国歴代契約曾編考務jにはこの文書の註(2)で桃源を郁門懸十九都の村名であると言ってい

るが、都門懸五都の得竪里の桃源.洪氏を指し示すことであると思われる。
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[附録21 r徽州千年契約文書J(花山文露出版枇)収録、桃源洪氏関係文啓一究

義文害作成日 文書名 主要省事者本 出典判 備 考

l正徳11(1516) 洪積等六分子孫均業 洪積・洪喧・洪遠・ 1巻、p.351 其樋随時分媛供解

1. 25 合同... 洪千・洪侃・洪起

(五都)

2 隆康 1(1567) 洪産費回白契 洪産(五都)1洪某 2巻、p.395 i主貼櫨長
3. 8 所有税糧、随即推輿買人

供解

3 隆康 1(1567) 洪天錫資回白契 洪天錫(五都)1 2巻、p.396 所有税糧、聴白書専一公随

3.15 欝二公 時牧割{其解

4 隆慶 2(1568) 洪天錫賓目白契 洪天錫(五都)1 2巻、p.411 所有税糧、随即推輿供解

3.11 陸房欝公 母詞

5 隆慶 2(1568) I共阿仰資山白契 洪何仰(五都)1六 2港、p.414

3.22 房

6 隆慶 2(1568) 洪音質回白契 洪音(五都)1 2巻、p.415

4. 2 害事公六方子孫

7 隆慶 4(1570) 洪季芳賀荒竹山白契 洪季芳(五都)1六 2巻、p.457

6. 2 房

8 隆慶 4(1570) 洪時孫寅房地白契 洪時孫(五都)1 2巻、p.464

12.24 六房害事二公子孫

9高暦10(1582) 市日門洪公害事買産契尾 迂杢彦 ・迂邦化・ 3巻、p.117

11. 9 洪懸陽/洪公害事

10天啓 2(1622) 洪拳富寅目白契 洪築富/欝公匝 4袋、p.57 所有税糧在徳本戸、照則

7.13 者1輿供解無詞、天啓 2

(1622)年は大造之年

11天啓 2(1622) 洪公孫寅回白契 洪公孫/書事公 4巻、p.58 所有税糧在徳本戸、随即

7.16 や1奥供解母詞、天啓 2

(1622)年は大造之年

12天瞥 3(1623) 洪~登貰田白契 洪~登/族叔某 4巻、p.120 所有税糧随~~在徳本戸 、

11. 5 やl輿供解無詞

13天啓4(1624) 洪有功寅回塘白契 洪有功/欝公 4巻、p.141 所有税糧、照丈目IJ、随即

7. 5 在三甲洪元慶戸、机輿供

解〔供〕無詞

14 天魯 4(1624) 郁門洪公害事買産契尾 謝存誠/洪公欝 4巻、p.143

8. 6 

15 天啓 4(1624) 口大年資水田白契 大年/洪公害事 4巻、p.148 所有税栂照則在冗.戸、

10.29 随自H机輿供解母詞

16 天啓 4(1624) I共向塘費地白契 洪向精/公欝 4巻、p.154 所有税櫨照則隠即在π慶

12.28 戸、机興公務供解母詞

17 天啓 5(1625) I共大充寅地白契 洪大充/害事公 4巻、p.165 其糧在ニ甲洪冗慶戸、随

4.15 日j@l輿買主供解

18 天啓 7(1627) 洪余富資田白契 洪余富・佳春生/ 4巻、p.229 編糧自ー甲起至六甲止、

9. 2 害事公杷匝 皇正措現時納所有税糧在元慶

戸、随自附八輿供解鉦詞

19 天啓 7(1627) 洪天南等掲田修綱契 洪天商(授)1 4巻、p.234 其糧在π.戸、随即聴il!!.

11.15 均鮮公杷匝(受) 牧苦手l供解母詞

20 天啓 7(1627) 洪文佑等摘田基地修 洪文佑等(授)1 4巻、p.235 所有税績、照丈則、推入

11.15 洞契 均鮮公衆洞(受) 衆綱匝解納母詞
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21崇頑 1(1628) 洪尚場資地推皐 洪向精/欝公 4巻、p.253 今随即在ニ甲洪π，.戸、

8.10 千八輿買人供解

22崇頑 1(1628) 1共星豊富寅田白契 洪撃富・弟来富/ 4巻、p.259 (従弟)食富因二甲戸役排

11.20 欝公杷匝 年支費、己持伊分…責奥

3尊公T事業EZ。…(本身)・・

今図排年支費、 立契出

寅輿害事公杷匝。

所有税糧在元，.戸、照則

随即推割供解母詞

23 崇積 2(1629) 7共大祭賞地白契 洪大紫・弟大升/ 4巻、p.280 所有税糧在ニ甲洪π慶戸、

9. 4 害事公 随自H机輿供解

24崇禎 2(1629) 洪余富等賞水田白契 洪余富・佳春生/ 4巻、p.283 今園田公分下七甲糧八甲

10.20 書事公 編無措所有税糧在三甲洪

元，.戸、随削指l輿供解

25崇頑 2(1629) 洪余富等寅回推単 洪余富/君事公 4巻、p.285 今奉新例、随卸ニ甲洪冗

11.19 慶戸推机、務省年頭首自

八甲糧起前去解納。自責

年起、至八甲編止該得代

納、窪行牧足、並無言説。

26崇頑 3(1630) 洪大紫資基地白契 洪大繁/欝公杷匝 4巻、p.289 所有税糧在ニ甲洪元，.戸、

2.12 隠自H照則f八奥供解母詞

27 崇頑4(1631) 洪貞酒貰地白契 洪貞酒/均鮮公 4巻、p.300

1.19 

28 崇頑 5(1632) 洪大壮費地白契 洪大社/欝公租匝 4巻、p.319 所有税糧在π慶戸、隠即

2.27 机輿供解

29 崇頑 9(1636) 洪阿謝等貰庖基白契 洪阿謝・洪余富/ 4巻、p.409 所有税糧在π鹿戸、 f八輿
7.28 害事公杷匝 供解無詞

30 崇頑13(1640)R聖昌貰庖基地白契 !lJ!l昌/欝公租匝 4巻、p.459 所有税櫨在積(フ(:)慶戸、

7.24 やl輿供解母詞

31 祭積13(1640) 洪玉生等典屋契 洪玉生・遁生・遁 4巻、p.461

12.24 生(典人)1欝公六

大房(典主)

32 崇頑14(1641) 祁門洪公害事戸 10巻、p.291

<i青般供草》

33 康照9(1670) 洪光復貰菜園地赤契 洪光復/ 1巻、p.66 所有税糧即在ー甲洪目振

7.16 族兄伯正()順石) 戸、推奥三甲洪元慶戸供

解無詞

34 康照25(1686) 祁門胡大毛等 l巻、p.97
4.16 立承約興養文書

寅貿文書の場合、(責主)/(買主)を表示。その他の文書は()で表記。

** 33香を除いたすべての文舎の出典は『徽州千年契約文書』の宋・元・明編である。 33番は清・

民園編である。

*** r徽州千年契約文書jに牧録された文書名は「洪積等賀基地白契」であるが、内容を見ると、

「洪積等六分子孫均業合同Jの方が正しいと恩われる。
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研
究
』
、
一
九
九
八
|

一
一
権
仁
溶

「明
末
徽
州
司

土
地
丈
量
斗
里
甲
制
」
、

『東
洋

史
築
研
究
』
六
一
二
、
一

九
九
八
一
同
氏
「
明
末
清
初
徽
州
司
丈

量
箪
位
斗

圃
正
」
、「
東
洋
史
撃
研
究
』
六
五
、
一
九
九
九
・
同
氏

「明

代

徽

州
司

里
編
制
斗

増
減
」
、

「明
清
史
研
究
」

一
三
、

二
O
O
O
一
同
氏
「
明
末
清
初
徽
州
司
役
法
繁
化
斗

里
甲

制」、

『歴
史
筆
報
」
一

ム
ハ
九
、
二

O
O
一
等
が
あ
る
。

(
3
)

劉
和
恵
「
明
代
徽
州
祁
門
洪
氏
巷
契
簿
研
究
」
、

『中
園
枇
舎
経
済

史
研
究
』
、

一
九
八
六
|
三
。

(
4
)

こ
の
文
書
に
つ
い
て
は

【
附
録
1
】
を
参
照
。

(
5
)
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は

{
附
録
2
}
を
参
照
。
ま
た

{
附
録
1
}

と

{
附
録
2
}
の
文
書
は
時
期
的
に
ほ
と
ん
ど
重
複
な
く
連
績
し
て

い
る
。

(
6
)

こ
れ
は
筆
者
に
よ
る
俵
稀
で
あ
る
。
こ
の
文
書
群
の
収
集
と
所
蔵

に
開
す
る
説
明
は
中
島
祭
章
「
明
末
徽
州
の
里
甲
制
関
係
文
書
」
、

『東
洋
拳
報
』
第
八

O
巻
第
二
時
抗
、

一
九
九
八
、
二
一
四

|
一一一五

頁
を
参
照
。
こ
こ
で
中
島
楽
章
は
本
稿
の
テ
1
マ
と
関
連
し
て
こ
の

文
書
群
の
重
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

(
7
)

文
書
名
は
筆
者
が
内
容
に
従
っ
て
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
名

の
次
に
表
示
し
た
番
競
は
、
南
京
大
挙
歴
史
系
資
料
室
の
目
録
上
の

資
料
番
競
で
あ
る
。
間
以
損
と
磨
耗
な
ど
の
原
因
で
剣
讃
す
る
こ
と
が

- 30一



615 

難
し
い
文
字
は
、
口
で
表
示
し
、
こ
こ
に
嘗
た
る
と
思
わ
れ
る
文
字

や
遁
字
の
場
合
は
(
)
で
表
記
し
た
。
明
白
な
誤
字
や
鉄
字
は

〔
〕
で
正
字
を
表
記
し
た
。
以
下
の
文
書
で
も
同
様
で
あ
る
。

(
8
)

同
治

『郁
門
豚
志
』
巻
二

O
、
職
官
表
を
み
る
と
、
李
希
泌
は
蔦

暦
三
十
六
(
一
六
O
八
)
年
に
祁
門
知
豚
と
し
て
赴
任
し
た
。
這
光

『祁
門
勝
志
』
の
記
録
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
康
問
…『
徽
州
府

志
』
巻
四
、
秋
官
志
中
、
麻
職
官
、
祁
門
豚
を
み
る
と
、
李
希
泌
は

首向暦
三
十

一

三

六

0
=
乙
年
に
赴
任
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

文
書
の
記
録
と
共
に
考
え
れ
ば
、
道
光
・
同
治
『
祁
門
勝
志
」
の
記

録
は
間
違
い
で
あ
る
。

(9
)

祁
門
懸
の
糧
長
と
直
に
関
し
て
、
同
治

『祁
門
豚
志
』
巻
十
三、

食
貨
志
、
賦
役
、
一

O
頁
b
に
は
「
糧
長
先
年
分
骨
周
囲
医
、
毎
直

一

正
一
副
、
光
者
苦
累
、
後
多
朋
貼
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
匿
に
つ

い
て
は
、
郷
村
行
政
単
位
と
し
て
の
意
味
を
強
調
し
た
小
山
正
明

「
明
代
の
糧
長
」
、

『明
清
社
曾
経
済
史
研
究
」
、
東
京
大
祭
出
版
舎
、

一
九
九
二
を
参
照
。

(
日
)

『
明
曾
典
』
巻
二
九
、
「
徴
収
」
に
は
「
該
設
糧
長
去
慮
、
委
官

一
員
、
率
領
該
設
糧
長
正
身
、
務
要
〔
名
額
〕
斉
足
、
{
疋
限
七
月
二

十
日
以
里
赴
京
面
聴
宣
議
、
開
領
勘
合
、
回
還
〔
催
〕
緋
〔
秋
〕

糧
」
ま
た
「
凡
糧
長
隣
領
勘
合
、
回
還
催
緋
秋
糧
、
務
要
依
期
迭
納
、

畢
目
、
赴
各
該
倉
・
庫
、
柏
村
納
過
敷
自
子
勘
合
内
填
骨
局
、
用
印
鈴
蓋
、

其
糧
長
将
棋
完
勘
合
、
具
本
親
鷲
進
徹
〔
戸
科
〕
。
の
赴
部

(戸
部
)

明
白
鈴
注
。
如
是
査
出
糧
有
抱
鉄
、
勘
合
不
完
、
明
白
究
開
追
理
」

と
い
う
規
定
が
あ
る
。
文
書
に
み
え
る
項
目
は
税
糧
を
運
途
す
る
過

程
で
必
要
な
手
績
き
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
特
に
勘
合
に
つ

い
て
は

嘉
靖

『徽
州
府
志
」
巻
八
、
食
貨
志
、
歳
供
の
「
糧
長
勘
合
」
の
項

目
に
、
「
嘉
靖
年
間
、
〔
南
京
工
部
額
融
附
糧
長
勘
合
、
紙
一
千
四
十
六

張
、
底
簿
中
爽
紙
一
百
九
十
張
。
:
:
:
〕
銀
二
十
一
雨
三
銭
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
(
〔
〕
は
割
註
)

(
日
)

園
(
里
)
が
表
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
五
都
に
は
国
(
里
)
が

一
つ
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
都
一
圏
三
甲
を
指
す
。

(ロ
)
五
都
一
圏
に
属
し
て
い
る
桃
源
洪
氏
以
外
の
甲
首
戸
を
指
す
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
清
丈
は
圏
全
憶
が
封
象
に
な
る
の
で
、
他

姓
の
甲
首
戸
も
津
貼
銀
を
牧
め
た
と
思
わ
れ
る
。

(日
)

『
清
貧
録
』
な
ど
の
官
纂
史
料
に
よ
る
限
り
、
順
治
十
年
以
前
に

は
丈
量
の
必
要
性
に
つ

い
て
は
か
な
り
議
論
さ
れ
た
が
、
貧
際
に
丈

量
が
賓
施
さ
れ
た
例
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
順
治
四
年
五
月

に
江
西
巡
按
、
呉
貸
元
が
丈
量
を
建
議
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
や
は

り
賓
際
に
は
賓
施
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
(
西
村
元
照
「
清
初
の
土

地
丈
量
に
つ
い
て
|
|
土
地
蔓
帳
と
隠
田
を
め
ぐ
る
園
家
と
郷
紳
の

封
抗
開
係
を
基
軸
と
し
て
|
|
」
、『
東
洋
史
研
究
』
一二
三

|
三
、一

九
七
四
、

一
O
三
|
一

O
七
頁
)
。
た
だ
し
、
順
治
二
年
に
全
図
的

な
賦
役
全
書
の
編
纂
を
命
じ
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
関
連
し
て

『清
賓
録
』
、
順
治
三
年
四
月
壬
寅
僚
に
は
賦
役
全
書
を
編
纂
す
る

動
機
と
し
て
、
「
:
:
:
現
在
す
る
国
土
と
民
間
で
賓
際
に
耕
作
し
て

い
る
回
土
は
ど
れ
く
ら
い
か
:
:
:
」
な
ど
の
把
握
を
奉
げ
て
い
る

(高
嶋
航
「
清
代
の
賦
役
金
書
」
、『
東
方
磐
報
』
(
京
都
)
七
二
、

二
0
0
0、
四
五
四
頁
)
。
本
文
書
で
み
え
る
順
治
四
年
の
丈
量
が

こ
れ
と
開
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
文
書

に
よ
る
か
ぎ
り
、
従
来
の
通
説
と
こ
と
な

っ
て
、
徽
州
で
は
何
ら
か
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の
清
丈
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

(
凶
)

洪
孔
政

(三
十

一
世
)
・
洪
審
基

(一一一
十

一
世
)
・
洪
哲
先
(
一一一
十

一
世
)
が
相
公
房
に
属
し
た
人
物
で
あ

っ
た
の
を
、

『桃
源
洪
氏
宗

抽日
」
で
確
認
で
き
た
。
し
か
し
書
公
房
の
人
物
で
あ
る
と
推
定
さ
れ

る
残
り
三
名
に
つ
い
て
は
、
洪
慾
相
(
三
十
二
世
)
だ
け
を
確
認
で

き
た
。

(
日
)

註
(
M
H
)

で
言
及
し
た
よ
う
に
、

書
公
房
分
の
公
正
人
員
は
洪
懲
相

を
除
外
す
る
と
族
譜
上
で
は
確
認
で
き
な
か

っ
た
。
た
だ
、
洪
懲
相

の
字
が
公
震
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
の
で
、

(
D
)
の
合
同
の

公
正
人
員
と

(C
)
の
合
同
の
欝
公
房
分
の
公
正
人
員
は
同

一
人
物

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
日
)

こ
れ
は
組
織
と
し
て
の
郷
約
で
は
な
く
、
郷
約
組
織
の
長

(普
通
、

約
正
・
約
副
と
呼
ば
れ
る
)
を
意
味
す
る
。

(
口
)

こ
れ
が
具
程
的
に
何
を
指
す
の
か
良
く
分
か
ら
な
い
が
、
光
緒
二

十
六
(
一

九
O
O
)
年
ま
で
残

っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
惇
陸
嗣
・
壬

承
堂

・
慌
徽
堂
を
指
稀
す
る
可
能
性
が
高
い
。
【
園
】
桃
源
洪
氏
の

{
一
市
族
組
織
を
参
照
。

(
同
)

註
(
ロ
)
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
他
姓
の
甲
首
戸
を
指
稀
す
る
と
恩

わ
れ
る
。

(
印
)

合
同
の
最
後
の
部
分
に
「
除
田
畝
外
、
以
本
作
糧
」
と
言
っ
て
い

る
こ
と
を
参
考
に
す
る
と
、
回
畝
の
外
の
資
産
を
糧
で
換
算
し
て
津

貼
銀
を
負
課
し
た
こ
と
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

(
初
)
『
祁
門
町
肺
志
』
(
同
治
十
二
年
刊
)
巻
三
、
輿
地
志
三
、
彊
減
、

四
頁

a
。

(
幻
)

普
通
は
樗
壁
里
と
呼
ば
れ
る
が
、
里
甲
制
の
里
と
の
匿
別
の
た
め
、

村
で
表
記
す
る
。

(
辺
)

上
海
圃
書
館
所
蔵
、
清
・
洪
剣
纂
修
、
光
緒
二
十
六
年
惇
睦
堂
木

活
字
本
で
あ
る
。

(
お
)

因
奮
居
洪
家
椴
、
兵
焚
蕩
然
、
都
基
隆
小
、
謙
一
徒
家
王
村
。
以
其

地
奮
名
桃
木
源
、
の
之
鴬
桃
源
波
、
村
口
復
多
士
口
棒
、
故
又
名
様
霊

里
。

(M
)

【
附
録
1
】
の
八
八
七
の
文
書
に
は
「
招
聴
到
同
都
洪
均
鮮
到
家
、

成
塔
合
活
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
劉
和
恵
前
掲
論
文
、

一
九
八
六

|
三
、
一一一

一
頁
を
参
照
。
な
お
安
徽
省
博
物
館
所
蔵
の
『
洪
氏
巷
契

簿
』
は
直
接
の
閲
覧
の
機
舎
が
な
か

っ
た
の
で
、
詳
細
は
不
明
で
あ

る
。
劉
和
恵
の
上
掲
論
文
の
「
附
表

一
洪
姓
地
主
土
地
租
佃
契
約
内

容
摘
要
」
に
摘
示
さ
れ
た
文
書
に
よ
れ
ば
、

{
附
録
1
}
に
収
録
し

た
北
京
国
書
館
磁
の
『
洪
氏
歴
代
契
約
抄
」
(
一

名
、
『
官
官
骨
公
杷
業
抄

白
簿
』)
に
は
な
い
文
書
も
多
数
含
ま
れ
て

い
る
。

(
お
)

洪
均
鮮
の
家
系
に

つ
い
て
は
、
劉
和
恵
が
上
掲
論
文
の
冒
頭
で
、

安
徽
省
博
物
館
所
蔵
の

『洪
氏
血
管
契
簿
』
の
文
書
に
基
づ
い
て
関
車

に
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
文
書
史
料
だ
け
を
根
擦
と
し
た
た
め
に
、

ま
ま
誤
謬
も
み
ら
れ
、
『
桃
源
洪
氏
宗
譜
』
と
封
照
し
て
、
説
明
を

補
充
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
お
)

{
附
録
1
}
の
八
九

O
の
文
書
に
は
景
宗
の
名
前
を
彦
宗
と
記
す
。

彦
宗
と
名
が
愛
わ
っ
た
の
は
、

王
姓
へ
の
出
継
の
た
め
だ
と
恩
わ
れ

る
。
こ
の
文
書
で
は
彦
宗
に
闘
し
て

「男
戸
男
」
と
明
記
し
て

い
る
。

(
幻
)

族
譜
上
の
名
は
「
積
」
で
あ
る
。
他
の
人
物
で
あ
る
可
能
性
に

つ

い
て
も
検
討
し
て
み
た
が
、
族
譜
上
に
は
同
時
代
の
人
物
の
な
か
で

「
績
」
と
い
う
名
前
は
出
て
こ
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
こ
の
二
つ
の
文
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字
を
設
用
し
た
か
、
脱
草
の
誤
謬
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。

(
お
)
【
附
録
1
】
九

O
三
の
文
書
に
は
「
洪
田
・
洪
儒
・
洪
五
三
大

房
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
族
譜
に
よ
れ
ば
、
洪
国
は
洪
均
鮮
の
長
子

で
あ
る
洪
景
築
の
曾
孫
、
洪
儒
は
洪
景
寛
の
曾
孫
、
洪
珪
は
洪
景
富

の
曾
孫
で
あ
っ
た
。
即
ち
、

三
大
房
は
始
遷
組
で
あ
る
洪
均
鮮
を
頂

勅
と
す
る
桃
源
洪
氏
全
健
を
意
味
し
、
各
房
は
洪
均
鮮
の
四
人
の
息

子
の
中
で
王
姓
へ
出
繕
し
た
景
宗
を
除
い
た
三
人
の
息
子
を
頂
貼
と

す
る
宗
族
組
織
で
あ
る
。

(
ぬ
)
庚
東
の
線
戸
に
つ
い
て
は
前
掲
の
片
山
剛
と
劉
志
偉
の
一
連
の
論

文
を
参
照
。

(
鈎
)

徽
州
の
繰
戸
に
つ
い
て
は
鈴
木
博
之
「
明
代
徽
州
府
の
族
産
と
戸

名」、

『東
洋
挙
報
」
七
一
ー
ー
一
・

二
、
一
九
八
九
を
参
照
。
特
に
徽

州
の
線
戸
の
賓
態
に
針
し
て
は
繁
成
額

(岸
本
美
緒
誇
)
「
明
末
清

初
庶
民
地
主
の
一
考
察
|
|
朱
拳
源
戸
を
中
心
に
|
|
」
、

『東
洋
拳

報
』
七
八
|
一
、
一
九
九
六
(
繁
成
額

『明
代
黄
伽
研
究
』
、
中
園

枇
舎
科
準
出
版
壮
、

一
九
九
八
の
第
一
一
章
に
再
牧
)
を
参
照
。
鈴

木
博
之
が
い
う
帯
管
戸
と
し
て
の
地
位
に
闘
し
て
は
註
(
辺
)
を
参
考
。

(
訂
)

(

C

)

と

(
D
)
の
文
書
に
も
「
洪
元
慶
」
と
い
う
名
前
が
み
え

る
。
清
の
康
照
初
期
ま
で
「
洪
元
慶
」
と
い
う
戸
名
が
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

(
犯
)
鈴
木
博
之
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
線
戸
は
里
甲
編
制
上
で
帯
管
戸
の

地
位
で
あ
り
、
従
っ
て
雑
役
は
負
指
し
た
が
、
里
甲
正
役
は
負
檎
し

な
か

っ
た
と
い
う

(鈴
木
博
之
前
掲
論
文
、

一
九
八
九
、

一
一ー
ー
一

二
頁
)。
使
用
し
た
史
料
に
時
間
的
な
差
は
あ
る
が
、
こ
の
合
同
で

繰
戸
で
あ
る
寄
公
六
大
房
は
里
長
役
を
播
賞
し
て
い
る
。
ま
た
融
市
成

顕
が
分
析
し
た
朱
祭
源
戸
の
場
合
も
里
長
戸
の
地
位
を
持
っ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
徽
州
も
繰
戸
は
一
般
的
に
里
長
戸
の
地
位
を
持
っ
て
い

た
と
言
え
る
。

(お
)
『
徽
州
千
年
契
約
文
書
』
、
宋
一
冗
明
編
、
巻
一

O
の
「
崇
頑
十
四

(
一
六
四
一
)
年
洪
公
葬
戸
手
放
底
(
清
新
供
軍
)
」
に
は
「
洪
公

害
需
戸
」
と
い
う
戸
が
み
え
る
。
恐
ら
く
毒
公
房
の
線
戸
名
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
「阜
市
瀬
十
(
一
六
三
七
)
年
洪
公
害田
戸
手

朕
底
(
清
般
供
軍
こ
の
内
容
を
み
る
と
、
人
丁
が
「
男
婦
臨
時
口
」

に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
清
肪
供
皐
は
崇
頑
十
五
(
一
六
四
二
)
年
、
明

代
の
最
後
の
大
造
之
年
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
洪
公
害時戸」

と
い
う
繰
戸
名
を
使
っ
て
い
る
が
、
内
容
は
全
く
現
賓
を
反
映
し
て

し
な
し
。

(
日
持
)
徽
州
府
に
お
け
る
丈
量
を
行
な
う
公
正
な
ど
の
径
役
は
、
里
甲
制

下
の
里
長
戸
が
槍
賞
す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
洪
元

慶
や
洪
光
障
、
そ
の
他
の
丈
量
人
員
も
里
長
戸
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
(
権
仁
溶
前
掲
論
文
、
一
九
九
八
を
参
照
)

0

(お
)

岩
井
茂
樹
「
公
課
負
櫓
園
健
と
し
て
の
里
甲
と
村
」
、

『明
清
時
代

史
の
基
本
問
題
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
。

(お
)

岩
井
茂
樹
の
「
求
心
性
」
と
「
公
平
性
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
国
家

か
ら
の
所
期
の
機
能
を
賓
現
す
る
た
め
に
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
里
甲
組
織
の
紋
態
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
里
甲

制
が
動
揺
す
る
朕
況
で
も
、
皇
甲
制
が
ひ
と
つ
の
園
家
制
度
と
し
て

存
在
す
る
限
り
、
こ
れ
に
針
す
る
郷
村
民
の
針
懸
が
朋
充
あ
る
い
は

津
貼
の
よ
う
な
制
度
内
的
な
封
麿
に
と
ど
め
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
け
る
線
戸
も
郷
村
民
の
制
度
内
的
封
感
だ
と
い
え
る
。
こ
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の
よ
う
な
状
況
を
地
方
官
が
容
認
な
い
し
歎
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
は
、
地
方
官
の
立
場
か
ら
も
制
度
外
的
封
懸
に
は
限
界

が
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。

(
幻
)

鈴
木
博
之
前
掲
論
文
、

一
九
八
九
、

一
九
頁
。

(
お
)

中
島
楽
章
は
詳
細
な
分
析
は
鉄
け
て
い
る
が
、
徽
州
の
里
甲
制
を

検
討
す
る
際
に
、
宗
族
が
里
甲
制
の
維
持
の
基
盤
に
な
っ
た
こ
と
を

推
論
的
に
言
及
し
て
い
る
。
中
島
楽
章
前
掲
論
文
、
一
九
九
八
、
一

三
九
頁
。

(
ぬ
)
「
乾
隆
五
十
七
ご
七
九
二
)
年
、
項
漠
良
等
議
立
承
嘗
催
頭
合

同」

(
0
0
0
0
五
六
)
に
は
「
因
兆
鐙
子
乾
隆
五
十
四
年
病
故
、

今
輪
値
該
股
催
頭
、
無
人
接
灘
、
以
致
苛
訟
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

十
年
一
輸
の
催
頭
の
役
を
怖
帰
省
す
る
方
法
を
決
め
た
乾
隆
四
十
六
年

の
合
同
に
よ
っ
て
、
乾
隆
五
十
七
年
分
の
催
頭
の
役
を
三
人
が
共
同

に
負
撤
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
兆
鐙
が
既
に

三
年
前
に
死
亡
し
た
の
で
、
兆
鐙
が
矯
嘗
す
べ
き
分
を
め
ぐ
っ
て
紛

争
が
脱
税
生
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

(ω)
「
乾
隆
十
五
(
一
七
五

O
)
年
、
康
輿
仁
秩
下
啓
登
等
議
立
充
嘗

園
線
合
同
」

(
0
0
0
0
五
七
)
に
、

「再
批
一
因
津
貼
之
費
不
足
、

後
又
公
議
興
仁
堂
内
外
又
津
貼
谷
(
穀
)
四
秤

・
紋
銀
陸
銭
、
公
議

之
後
、
充
嘗
之
人
再
無
得
争
競
資
費
多
寡
。
照
。
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
。
津
貼
銀
の
追
加
支
給
が
宗
族
の
内
の
自
愛
的
な
決
議
で
は
な

く
、
承
役
人
の
要
求
に
よ
る
こ
と
が
分
か
る
。

(
H
U
)

「
康
照
四
十
五
(
一
七

O
六
)
年
、
康
輿
仁
議
立
承
嘗
里
役
合

同」

(
0
0
0
0
五
七
)
に
は
、

「再
批
一
所
有
四
十
五
年
口
蓬
経
管
、

日
後
里
長
覆
、
原
照
依
丙
成
(
一
七

O
六
)
年
、
亦
是
之
詰

・
世

満
-
世
護
・
世
態
・
世
字
充
嘗
、
不
得
混
祉
他
人
、
貼
費
遵
前
文
約

津
貼
無
詞
。
照
。

・・:
。
再
批
一
里
役
如
不
覆
、
原
照
依
前
文
輪
流
、

挨
闘
充
嘗
無
詞
。
照
よ

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
合
同
は
「
綾

革
里
長
不
用
」
と
い
う
官
府
の
指
示
に
よ
り
「
催
澄
銭
糧
」
の
任
務

を
行
な
う

「甲
催
」
の
役
を
充
嘗
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
は
再
び
里
長
の
役
が
復
活
す
る
場
合
と
、
そ
の

ま
ま
甲
催
の
役
が
績
け
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
各
々
の
封
麿
方
法
を

共
に
提
示
し
て
い
る
。
賦
役
徴
牧
制
度
の
繁
化
が
頻
愛
す
る
状
況
で
、

宗
族
の
針
感
が
か
な
り
柔
軟
で
迅
速
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
幻
)
康
照
二
年
、
賓
施
さ
れ
た
土
地
丈
量
に
つ
い
て
は
西
村
元
照
前
掲

論
文
、
一
九
七
二
、
一

O
七

|
一一

七
頁
を
参
照
。

(刊
日
)
高
嶋
航
前
掲
論
文
、

二
0
0
0、
四
八
二

l
四
八
四
頁
。

(
M
)

酋
村
元
照
前
掲
論
文
、
一
九
七
四
、
一
一
一
一
Ill-

一
一
七
頁
。

(
必
)
註
(
鈍
)
を
参
照
。

(
必
)
中
島
楽
章
前
掲
論
文
、
一
九
九
八
、
=
ニ
八
頁
を
参
照
。
ま
た
康

照
二
(
一
六
六
三
)
年
に
作
ら
れ
た

(
C
)
と

(
D
)
の
合
同
に
も

清
丈
に
関
し
て
十
排
年
が
議
論
し
て
合
同
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

(
U
)

五
都
の
寺
観
の
な
か
で
一
番
前
に
紹
介
し
て
お
り
、
「
巴
人
方
岳

重
修
珠
渓
寺
紀
略
」
と
い
う
文
章
も
縛
載
さ
れ
て
い
て
、
大
健
の
来

歴
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
珠
渓
寺
は
唐
の
光
化

二
(
八
九
九
)
年
に
創
建
さ
れ
、
明
の
首
向
暦
年
閉
ま
で
数
回
、
重
修

さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
五
都
の
最
も
代
表
的
な
寺
利
で
あ
る
と
恩
わ

れ
る
。

(
川
崎
)
捌
稿
「
明
中
期
徽
州
司
郷
約
外

宗
族
判

関
係
」
、

『大

東
文
化
研
究
」
一
二
四
、
一
九
九
九
で
郷
約
と
宗
族
組
織
が
一
致
す
る
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事
例
を
分
析
し
た
。

〔
附
記
〕

本
稿
は
、
日
韓
文
化
交
流
基
金
の
支
援
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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PUBLIC DISCUSSIONS ON THE DIVISION OF CORVEE LABOR

　　

AND THE CLAN IN HUIZHOU IN THE LATE-MING AND

　　

EARLY-QING PERIODS： FOCUSING ON THE TAOYUAN

　　　　　　

HONG OF WUDU IN THE QIMEN DISTRICT

Hong Xingjiu

　　

Ｄぼ■ing the course of the evolution of kinship systems in China, the period of

the late-Ming and early-Qing dynasties witnessed the appearance of the most high-

1y developed kinship orga万nization ever seen in China. In the southern region cen-

tered on Jiangnan 江南, genealogical tables, which were symbols of consan-

guineous unions, were frequently compiled during this period. Recorded within

these compilations were rules for household etiquette, called iiafa家法,　ｚｏｎｆｉｇｕi

宗規, etc. These rules often emphasized that“the national tａχshould be faithfully

paid.”It is thought that these rules essentially reflected the kinship organization's

rising authority and the role of the kinship organization within the national tax sys-

tern during this period.

　　

In this study, accounts of the decisions of the village council of Taoyuan Hong

桃源洪of Huizhou-fu 徽州府Qimen-xian祁門蒜were analyzed in order to ｅχ-

plain the relationship between the compulsory tax system and the kinship orga-

nization. The transcript, as ａ record of the results of the villagers' decisions on

how the various forms of corvee labor, yα砂循役, which were levied by the

state, were to be bome by the citizens, is a rare 丘nd in that it is pertinent in ｅχ-

amining the kinship organization's role under the lijioｚｈt里甲制, system of com-

mumty taxation. The following points have been confirmed as result of the ｅχ-

amination of the village records of the clan.

　　

First, members of the Taoyuan Hong clan were the descendants of Hongjunχ-

iang洪均祚, who had moved to Huizhou-fu, Qimen-xian, Zeshucun挿塹村during

the period from the close of the Yuan to beginning of the Ming dynasties. The de-

scendants of the first and second sons of Hongjunxian formed separate branches of

the kinship organization, which were known as the Xianggong-fang 相公房and

Shougong-fang壽公房respectively. A functioninｇ,　ｚｏｎｇｈｕ總凡general house-

hold, was formed from these branches and was ａ tax-paying unit within the 坊加

system.

　　

Secondly, as ａ result of the ｅχamination of the records of the Taoyuan Hong
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regarding payments in lieu ofμ函，a just burden was determined according to the

individual citizen's capacity, as was the case in the payment of the jin面面津貼

銀. In addition, concerning the actual labor, s瞬i賓役, the burden was not deter-

mined mechanically, but the amount of the burden was allotted only after the

weight of the year's total tax was taken into account. Also, the tax of members of

a branch was reduced whenever possible, and priority was given to payment of

the tax by joint-shouldering of the ヌポ. This sort of payment technique signifies

that the basic conditions, the group's centripetal tendency and the fairness of the

payments decided within the group were guaranteed internally by the ｚｏｎｇｈｉｉ’ｓun-

biased views and fair treatment. As a final point, in respect to the aspect of the

relationship between the kinship organization and the nation, the nation's intent to

enforce theｚｈａｎｇｌtｏｗＢ丈量,the measurement of tａχableland, was first conveyed

to the two branches of the Taojman-hong clan, i.e., the χianggong-fang and

Shougong-fang. These two branches then launched into concrete talks within their

respective groups about how to shoulder the tａχamong themselves in accordance

with the agreement of the two branches. Moreover, it can be seen from the

transcripts of the election of the 面励α昭都長and the leader of the tｕａｎｌｉａ?1團

練, i.e., the ｘｉａｎｅｚｏｎｓ郷總and the　lianfｕ練副, the intent of the state was first

notified to the lijia, and it was debated by the four xiangyue郷約, communities

organized by compact, which were based on four natural villages, that formed a

single unit, the administrative entity called Wudu 五都. However, at the same

time, the辿ingyue at Zeshucun, the挿塹約, was ａ xiangyue constituted of the

Taoyuan Hong. As ａ result, it has become clear that the clan and the state were

directly linked because the　11110 organization and the χ必ngyue were formed from

the kinship organization.

THE SIGNIFICANCE OF THE WORD YOU IN Ａ

　

LOCAL SOCIETY OF THE SOUTHERN SONG

　　　　　　　　　　　　　　　　

Oka Motoshi

　　

How the word yO z4友was employed is analyzed ｉ this articlein order to

clarifypersonal bonds in the local society of the Southern Song dynasty･

　　

In this article,l have scoured the writings of Wang Shipeng 王十朋，χue Ji-

xuan藤季宣, Chen Fuliang 陳傅良, and YeShi 葉適, four individuals who lived in

Wenzhou温州during the Southern Song, determined whom was called
.y。u,and
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